
 

 

 

 

令 和 ５ 年 

 

西条市議会第４回６月定例会提出議案書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西   条   市 

 



 



 

目     次 

 

議案第３２号 令和５年度西条市一般会計補正予算（第４回） 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別冊 

議案第３３号 令和５年度西条市国民健康保険特別会計補正予 

算（第１回）について ・・・・・・・・・・・・・・  〃 

議案第３４号 橋りょう耐震化事業に伴う四国縦貫自動車道と 

交差する西条市が管理する裏ノ谷第一橋におけ 

る耐震補強工事委託に関する協定の締結につい 

て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

議案第３５号 財産の取得について ・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

議案第３６号 字の区域の変更について ・・・・・・・・・・・・・  ９ 

議案第３７号 字の区域の変更及び小字の廃止について ・・・・・・ １３ 

議案第３８号 土地改良事業の施行について ・・・・・・・・・・・ １７ 

議案第３９号 土地改良事業の施行について ・・・・・・・・・・・ ２１ 

議案第４０号 西条市税条例の一部を改正する条例について ・・・・ ２５ 

議案第４１号 西条市国民健康保険税条例の一部を改正する条 

例について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９ 

議案第４２号 西条市子ども・子育て会議条例の一部を改正す 

る条例について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６１ 

議案第４３号 西条市特定教育・保育施設及び特定地域型保育 

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例について ・・・・・・・・・・・・・・ ６５ 

議案第４４号 西条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す 

る基準を定める条例の一部を改正する条例につ 

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８３ 

議案第４５号 西条市一般廃棄物最終処分場設置及び管理条例 

の一部を改正する条例について ・・・・・・・・・・ ８７ 

議案第４６号 西条市畜舎等の建築等及び利用の特例に関する 

法律施行条例の一部を改正する条例について ・・・・ ９１ 

議案第４７号 西条市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正 

する条例について ・・・・・・・・・・・・・・・・ ９５ 

議案第４８号 西条市火災予防条例の一部を改正する条例につ 

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９９ 

報告第 ５ 号 令和４年度西条市繰越明許費繰越計算書につい 

て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０７ 



 

報告第 ６ 号 令和４年度西条市病院事業会計予算繰越計算書 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１３ 

報告第 ７ 号 令和４年度西条市公共下水道事業会計予算繰越 

計算書について ・・・・・・・・・・・・・・・・・１１７ 

報告第 ８ 号 西条市土地開発公社の経営状況について ・・・・・・１２１ 

報告第 ９ 号 公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況につい 

       て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２３ 

報告第１０号 株式会社西条産業情報支援センターの経営状況 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２５ 

報告第１１号 株式会社ソラヤマいしづちの経営状況について ・・・１２７ 

報告第１２号 消防設備点検業務に係る委託契約における債務 

不履行に伴う和解の専決処分について ・・・・・・・１２９ 

報告第１３号 権利の放棄について ・・・・・・・・・・・・・・・１３３ 

報告第１４号 権利の放棄について ・・・・・・・・・・・・・・・１３７ 

 

 

 



1 

議案第３４号 

 

   橋りょう耐震化事業に伴う四国縦貫自動車道と交差する西条市が管理す 

る裏ノ谷第一橋における耐震補強工事委託に関する協定の締結について 

 

 橋りょう耐震化事業に伴う四国縦貫自動車道と交差する西条市が管理する裏ノ谷第

一橋における耐震補強工事委託について、次のとおり協定を締結するため、西条市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年西条市条

例第４８号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 協定の目的  
  橋りょう耐震化事業に伴う四国縦貫自動車道と交差する西条市が管理する裏ノ谷

第一橋における耐震補強工事委託  
 
２ 協定の金額  
  ２１３，４００，０００円  
 
３ 協定の相手方  
  香川県高松市朝日町四丁目１番３号 

   西日本高速道路株式会社 

    四国支社長 松 本 浩 志 
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提案理由 

 橋りょう耐震化事業に伴う四国縦貫自動車道と交差する西条市が管理する裏ノ谷第

一橋における耐震補強工事委託に関する協定の締結について、西条市議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を

求めるものである。 

 

関係法令 

 西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

（議会の議決に付すべき契約） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６条第１

項第５号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５

，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。 
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議案第３５号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり災害対応特殊消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）を取得するため、西条

市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年西条

市条例第４８号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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１ 取得物件  
災害対応特殊消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型） 

 
２ 取得の方法  
  指名競争入札  
 
３ 取得金額  
  ４２，２４０，０００円  
 
４ 取得相手方  
  松山市大手町１丁目１０番地１  
   株式会社岩本商会 
    代表取締役 仙 波 誉 子  
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提案理由 

災害対応特殊消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）を取得することについて、議会の議

決を求めようとするものである。 

 

関係法令 

西条市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

（議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第３条 法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければならない財

産の取得又は処分は、予定価格２，０００万円以上の不動産若しくは動産の買入

れ若しくは売払い(土地については、１件５，０００平方メートル以上のものに係

るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 
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議案第３６号 

 

   字の区域の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、次のとお

り字の区域を変更するものとする。 

 上記の処分は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の規定による換地処分の

公告があった日の翌日から効力を生ずる。 

 

  令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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字の名称 左記の区域に編入する区域 
摘要 

字名 字名 地番 

丹原町久妙寺 丹原町古田 甲 959 の 1、甲 960 の 1、甲 962 の 1、

甲 963 の 1、甲 965 の 1、甲 968、甲 969

の 1、甲 970、甲 971 の 1、甲 983、甲

986 の 1、甲 987 の 1、甲 988 の 1 及び

甲 990 の 1 

これに伴

う道路、

水路等を

含む。 

 丹原町高松 甲 135、甲 137 の 1 及び甲 139 の 1 

丹原町今井 

 

195 の 1、195 の 5、195 の 6、196 及び

199の 1に隣接する道水路である市有地

の一部 
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提案理由 

 国営緊急農地再編整備事業（道前平野地区）において、区画整理工事及び確定測量

が完了した久妙寺換地区について、字の区域を変更するため、議会の議決を求めるも

のである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （市町村内の町又は字の区域） 

第２６０条 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内

の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の

区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経

て定めなければならない。 

２、３ （略） 
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議案第３７号 

 

   字の区域の変更及び小字の廃止について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、次のとお

り字の区域を変更し、及び小字を廃止するものとする。 

 上記の処分は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の規定による換地処分の

公告があった日の翌日から効力を生ずる。 

 

  令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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字の名称 左記の区域に該当し、小字を廃止する区域 
摘要 

字名 大字名 小字名 地番 

小松町新屋敷 氷見 字松ヶ久保 

 

乙 1521 の 1、乙 1539 及び

乙 1540 の 1 

これに

伴う道

路、水

路等を

含む。 

 小松町新屋敷 字過行 

 

甲 906、甲 907 の 1、甲 908

の 1、甲 908 の 2、甲 909、

甲 910 の 1、甲 910 の 2、

甲 911、甲 912 の 1、甲 912

の 2、甲 913 の 2、甲 913 の

3、甲 917 の 1、甲 918、甲

919、甲 921、甲 922 の 1、

甲 926 の 1 及び甲 927 の 1 
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提案理由 

 共同施行土地改良事業（非補助土地改良事業）が実施された過行地区について、字

の区域を変更し、及び小字を廃止するため、議会の議決を求めるものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （市町村内の町又は字の区域） 

第２６０条 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内

の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の

区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経

て定めなければならない。 

２、３ （略） 
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議案第３８号 

 

土地改良事業の施行について 

 

次のとおり土地改良事業を施行するため、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第９６条の２第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 事業名  

土地改良事業 

 

２ 地区名 

小向高水口地区 

 

３ 事業費 

  ３４，０００，０００円 

 

４ 受益面積 

  ９．５ヘクタール 

 

５ 受益者数 

  ２７戸 

 

６ 整備内容 

  取水堰改良 一式 

 

７ 事業期間 

  令和６年度及び令和７年度 
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提案理由 

 小向高水口地区に位置する取水堰の改良を、土地改良事業にて実施するに当たり、

土地改良法第９６条の２第２項の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

関係法令  
 土地改良法  
 （土地改良事業の開始）  
第９６条の２ 市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができ

る。  
２ 前項の規定により土地改良事業計画を定めるには、市町村は、あらかじめ、当該

市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要（２以上の土地改良事業を

併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令

で定めるときにあっては全体構成）を定め、その計画の概要（全体構成を定める場

合にあっては、その全体構成を含む。）その他必要な事項を公告して、その事業の

施行に係る地域内にある土地につき第３条に規定する資格を有する者の３分の２

（２以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業につき、

その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の３分の２

）以上の同意を得、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をそ

の地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも

得なければならない。  
３～７ （略） 
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議案第３９号 

 

土地改良事業の施行について 

 

次のとおり土地改良事業を施行するため、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第９６条の２第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 事業名  
土地改良事業  

 
２ 地区名  

大明神川左岸地区  
 
３ 事業費  
  ２，２５０，０００円  
 
４ 受益面積  
  ３５．３ヘクタール 
 
５ 受益者数  
  ９３戸  
 
６ 整備内容  
  水路橋改修 延長１９メートル  
 
７ 事業期間  
  令和５年度 
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提案理由 

 大明神川左岸地区に位置する水路橋の改修を、土地改良事業にて実施するに当たり、

土地改良法第９６条の２第２項の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

関係法令  
 土地改良法  
 （土地改良事業の開始）  
第９６条の２ 市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができ

る。  
２ 前項の規定により土地改良事業計画を定めるには、市町村は、あらかじめ、当該

市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要（２以上の土地改良事業を

併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令

で定めるときにあっては全体構成）を定め、その計画の概要（全体構成を定める場

合にあっては、その全体構成を含む。）その他必要な事項を公告して、その事業の

施行に係る地域内にある土地につき第３条に規定する資格を有する者の３分の２

（２以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業につき、

その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の３分の２

）以上の同意を得、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をそ

の地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも

得なければならない。  
３～７ （略） 
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議案第４０号  
 

西条市税条例の一部を改正する条例について  
 

西条市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  
 

令和５年６月６日提出  
 

西条市長  玉 井  敏 久  
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西条市税条例の一部を改正する条例 

西条市税条例（平成１６年西条市条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の

控除） 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の

控除） 

第３４条の９ （略） 第３４条の９ （略） 

２ 前項の規定により控除されるべき額

で同項の所得割の額から控除すること

ができなかった金額があるときは、当

該控除することができなかった金額

は、令第４８条の９の３から第４８条

の９の６までに定めるところにより、

同項の納税義務者に対しその控除する

ことができなかった金額を還付し、又

は当該控除することができなかった金

額のうち法第３１４条の９第２項後段

に規定する還付をすべき金額により当

該納税義務者の前項の確定申告書に係

る年の末日の属する年度の翌年度分の

個人の県民税、個人の市民税若しくは

森林環境税を納付し、若しくは納入

し、若しくは当該納税義務者の未納に

係る徴収金を納付し、若しくは納入す

る。 

２ 前項の規定により控除されるべき額

で同項の所得割の額から控除すること

ができなかった金額があるときは、当

該控除することができなかった金額

は、令第４８条の９の３から第４８条

の９の６までに定めるところにより、

同項の納税義務者に対しその控除する

ことができなかった金額を還付し、又

は                

                 

                当

該納税義務者の同項の確定申告書に係

る年の末日の属する年度の翌年度分の

個人の県民税若しくは市民税に充当し

                

 、若しくは当該納税義務者の未納に

係る徴収金に充当する       

 。 

３ （略） ３ （略） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶

養親族等申告書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶

養親族等申告書） 

第３６条の３の２ （略） 第３６条の３の２ （略） 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１

項の規定による申告書を給与支払者を

経由して提出する場合において、当該

申告書に記載すべき事項がその年の前
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年において当該給与支払者を経由して

提出した前項又は法第３１７条の３の

２第１項の規定による申告書（その者

が当該前年の中途において次項の規定

による申告書を当該給与支払者を経由

して提出した場合には、当該前年の最

後に提出した同項の規定による申告書

）に記載した事項と異動がないとき

は、給与所得者は、施行規則で定める

ところにより、前項又は法第３１７条

の３の２第１項の規定により記載すべ

き事項に代えて当該異動がない旨を記

載した前項又は法第３１７条の３の２

第１項の規定による申告書を提出する

ことができる。 

３ 第１項又は法第３１７条の３の２第

１項の規定による申告書を提出した給

与所得者で市内に住所を有するもの

は、その年の中途において当該申告書

に記載した事項について異動を生じた

場合には、第１項又は法第３１７条の

３の２第１項の給与支払者からその異

動を生じた日後最初に給与の支払を受

ける日の前日までに、施行規則で定め

るところにより、その異動の内容その

他施行規則で定める事項を記載した申

告書を、当該給与支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。 

２ 前項 又は法第３１７条の３の２第

１項の規定による申告書を提出した給

与所得者で市内に住所を有するもの

は、その年の中途において当該申告書

に記載した事項について異動を生じた

場合には、前項 又は法第３１７条の

３の２第１項の給与支払者からその異

動を生じた日後最初に給与の支払を受

ける日の前日までに、施行規則で定め

るところにより、その異動の内容その

他施行規則で定める事項を記載した申

告書を、当該給与支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。 

４ 第１項及び前項の場合において、こ

れらの規定による申告書がその提出の

際に経由すべき給与支払者に受理され

たときは、その申告書は、その受理さ

れた日に市長に提出されたものとみな

す。 

３ 前２項    の場合において、こ

れらの規定による申告書がその提出の

際に経由すべき給与支払者に受理され

たときは、その申告書は、その受理さ

れた日に市長に提出されたものとみな

す。 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の ４ 給与所得者は、第１項及び第２項の
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規定による申告書の提出の際に経由す

べき給与支払者が令第４８条の９の７

の２において準用する令第８条の２の

２に規定する要件を満たす場合には、

施行規則で定めるところにより、当該

申告書の提出に代えて、当該給与支払

者に対し、当該申告書に記載すべき事

項を電磁的方法（電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって施行規則で定

めるものをいう。次条第４項及び第５

３条の９第３項において同じ。）によ

り提供することができる。 

規定による申告書の提出の際に経由す

べき給与支払者が令第４８条の９の７

の２において準用する令第８条の２の

２に規定する要件を満たす場合には、

施行規則で定めるところにより、当該

申告書の提出に代えて、当該給与支払

者に対し、当該申告書に記載すべき事

項を電磁的方法（電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって施行規則で定

めるものをいう。次条第４項及び第５

３条の９第３項において同じ。）によ

り提供することができる。 

６ 前項の規定の適用がある場合におけ

る第４項の規定の適用については、同

項中「申告書が」とあるのは「申告書

に記載すべき事項を」と、「給与支払

者に受理されたとき」とあるのは「給

与支払者が提供を受けたとき」と、

「受理された日」とあるのは「提供を

受けた日」とする。 

５ 前項の規定の適用がある場合におけ

る第３項の規定の適用については、同

項中「申告書が」とあるのは「申告書

に記載すべき事項を」と、「給与支払

者に受理されたとき」とあるのは「給

与支払者が提供を受けたとき」と、

「受理された日」とあるのは「提供を

受けた日」とする。 

（個人の市民税の徴収の方法等） （個人の市民税の徴収の方法 ） 

第３８条 個人の市民税は、第４４条、

第４７条の２第１項、第４７条の５又

は第５３条の５の規定により 特別徴

収の方法による場合を除くほか、普通

徴収の方法により 徴収する。 

第３８条 個人の市民税は、第４４条、

第４７条の２第１項、第４７条の５又

は第５３条の５の規定によって特別徴

収の方法による場合を除くほか、普通

徴収の方法によって徴収する。 

２ （略） ２ （略） 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の

均等割を賦課し、及び徴収する場合に

併せて賦課し、及び徴収する。 

 

（個人の市民税の納税通知書） （個人の市民税の納税通知書） 

第４１条 個人の市民税の納税通知書に

記載すべき各納期の納付額は、当該年

度分の個人の市民税額、個人の県民税

第４１条 個人の市民税の納税通知書に

記載すべき各納期の納付額は、当該年

度分の個人の市民税額及び  県民税
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額及び森林環境税額の合算額（第４７

条第１項又は第４７条の６第１項の規

定により 徴収する場合にあっては特

別徴収の方法により 徴収されないこ

とになった金額に相当する税額）を前

条第１項の納期（第４７条第１項又は

第４７条の６第１項の規定により 徴

収する場合にあっては特別徴収の方法

により 徴収されないこととなった日

以後に到来する納期）の数で除して得

た額とする。 

額        の合算額（第４７

条第１項又は第４７条の６第１項の規

定によって徴収する場合にあっては特

別徴収の方法によって徴収されないこ

とになった金額に相当する税額）を前

条第１項の納期（第４７条第１項又は

第４７条の６第１項の規定によって徴

収する場合にあっては特別徴収の方法

によって徴収されないこととなった日

以後に到来する納期）の数で除して得

た額とする。 

（給与所得に係る個人の市民税の特別

徴収） 

（給与所得に係る個人の市民税の特別

徴収） 

第４４条 個人の市民税の納税義務者が

当該年度の初日の属する年の前年中に

おいて給与の支払を受けた者であり、

かつ、同日において給与の支払を受け

ている者（次に掲げる者のうち特別徴

収の方法により 徴収することが著し

く困難であると認められる者を除く。

以下この条において「給与所得者」と

いう。）である場合には   、当該

納税義務者の前年中の給与所得に係る

所得割額及び均等割額（これと併せて

賦課徴収を行う森林環境税額を含む。

次項及び第５項において同じ。）の合

算額を特別徴収の方法により 徴収す

る。 

第４４条 個人の市民税の納税義務者が

当該年度の初日の属する年の前年中に

おいて給与の支払を受けた者であり、

かつ、同日において給与の支払を受け

ている者（次に掲げる者のうち特別徴

収の方法によって徴収することが著し

く困難であると認められる者を除く。

以下この条において「給与所得者」と

いう。）である場合においては、当該

納税義務者の前年中の給与所得に係る

所得割額及び均等割額       

                 

               の合

算額を特別徴収の方法によって徴収す

る。 

(1)、(2) （略） (1)、(2) （略） 

２ 前項の納税義務者について、当該納

税義務者の前年中の所得に給与所得以

外の所得がある場合には   、当該

給与所得以外の所得に係る所得割額を

前項の規定により 特別徴収の方法に

より 徴収すべき給与所得に係る所得

２ 前項の納税義務者について、当該納

税義務者の前年中の所得に給与所得以

外の所得がある場合においては、当該

給与所得以外の所得に係る所得割額を

前項の規定によって特別徴収の方法に

よって徴収すべき給与所得に係る所得
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割額及び均等割額の合算額に加算して

特別徴収の方法により 徴収する。た

だし、第３６条の２第１項の申告書に

給与所得以外の所得に係る所得割額を

普通徴収の方法により 徴収されたい

旨の記載があるときは、この限りでな

い。 

割額及び均等割額の合算額に加算して

特別徴収の方法によって徴収する。た

だし、第３６条の２第１項の申告書に

給与所得以外の所得に係る所得割額を

普通徴収の方法によって徴収されたい

旨の記載があるときは、この限りでな

い。 

３ 前項本文の規定により 給与所得者

の給与所得以外の所得に係る所得割額

を特別徴収の方法により 徴収するこ

ととなった後において、当該給与所得

者について給与所得以外の所得に係る

所得割額の全部又は一部を特別徴収の

方法により 徴収することが適当でな

いと認められる特別の事情が生じたた

め当該給与所得者から給与所得以外の

所得に係る所得割額の全部又は一部を

普通徴収の方法により徴収することと

されたい旨の申出があった場合でその

事情がやむを得ないと認められるとき

は、市長は、当該特別徴収の方法によ

り 徴収すべき給与所得以外の所得に

係る所得割額でまだ特別徴収により徴

収していない額の全部又は一部を普通

徴収の方法により徴収するものとす

る。 

３ 前項本文の規定によって給与所得者

の給与所得以外の所得に係る所得割額

を特別徴収の方法によって徴収するこ

ととなった後において、当該給与所得

者について給与所得以外の所得に係る

所得割額の全部又は一部を特別徴収の

方法によって徴収することが適当でな

いと認められる特別の事情が生じたた

め当該給与所得者から給与所得以外の

所得に係る所得割額の全部又は一部を

普通徴収の方法により徴収することと

されたい旨の申出があった場合でその

事情がやむを得ないと認められるとき

は、市長は、当該特別徴収の方法によ

って徴収すべき給与所得以外の所得に

係る所得割額でまだ特別徴収により徴

収していない額の全部又は一部を普通

徴収の方法により徴収するものとす

る。 

４ （略） ４ （略） 

５ 納税義務者である給与所得者に対し

給与の支払をする者に当該年度の初日

の翌日から翌年の４月３０日までの間

において異動を生じた場合において、

当該給与所得者が当該給与所得者に対

して新たに給与の支払をする者となっ

た者（所得税法第１８３条の規定によ

り 給与の支払をする際所得税を徴収

５ 納税義務者である給与所得者に対し

給与の支払をする者に当該年度の初日

の翌日から翌年の４月３０日までの間

において異動を生じた場合において、

当該給与所得者が当該給与所得者に対

して新たに給与の支払をする者となっ

た者（所得税法第１８３条の規定によ

って給与の支払をする際所得税を徴収
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して納付する義務がある者に限る。以

下この項において同じ。）を通じて、

当該異動により 従前の給与の支払を

する者から給与の支払を受けなくなっ

た日の属する月の翌月の１０日（その

支払を受けなくなった日が翌年の４月

中である場合には、同月３０日）まで

に、第１項の規定により特別徴収の方

法により 徴収されるべき前年中の給

与所得に係る所得割額及び均等割額の

合算額（既に特別徴収の方法により 

徴収された金額があるときは、当該金

額を控除した金額）を特別徴収の方法

により 徴収されたい旨の申出をした

ときは、当該合算額を特別徴収の方法

により 徴収するものとする。ただ

し、当該申出が翌年の４月中にあった

場合において、特別徴収の方法により

 徴収することが困難であると市長が

認めるときは、この限りでない。 

して納付する義務がある者に限る。以

下この項において同じ。）を通じて、

当該異動によって従前の給与の支払を

する者から給与の支払を受けなくなっ

た日の属する月の翌月の１０日（その

支払を受けなくなった日が翌年の４月

中である場合には、同月３０日）まで

に、第１項の規定により特別徴収の方

法によって徴収されるべき前年中の給

与所得に係る所得割額及び均等割額の

合算額（既に特別徴収の方法によって

徴収された金額があるときは、当該金

額を控除した金額）を特別徴収の方法

によって徴収されたい旨の申出をした

ときは、当該合算額を特別徴収の方法

によって徴収するものとする。ただ

し、当該申出が翌年の４月中にあった

場合において、特別徴収の方法によっ

て徴収することが困難であると市長が

認めるときは、この限りでない。 

６ 特別徴収の方法により 個人の市民

税を徴収される納税義務者が当該年度

の初日の属する年の６月１日から１２

月３１日までの間において給与の支払

を受けないこととなり、かつ、その事

由が発生した日の属する月の翌月以降

の月割額を特別徴収の方法により 徴

収されたい旨の当該納税義務者からの

申出があった場合及び当該納税義務者

が翌年の１月１日から４月３０日まで

の間において給与の支払を受けないこ

ととなった場合には、その者に対して

その年の５月３１日までの間に支払わ

れるべき給与又は退職手当等で当該月

割額の全額に相当する金額を超えるも

６ 特別徴収の方法によって個人の市民

税を徴収される納税義務者が当該年度

の初日の属する年の６月１日から１２

月３１日までの間において給与の支払

を受けないこととなり、かつ、その事

由が発生した日の属する月の翌月以降

の月割額を特別徴収の方法によって徴

収されたい旨の当該納税義務者からの

申出があった場合及び当該納税義務者

が翌年の１月１日から４月３０日まで

の間において給与の支払を受けないこ

ととなった場合には、その者に対して

その年の５月３１日までの間に支払わ

れるべき給与又は退職手当等で当該月

割額の全額に相当する金額を超えるも
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のがあるときに限り、当該月割額の全

額（同日までに当該給与又は退職手当

等の全部又は一部の支払がされないこ

ととなったときにあっては、同日まで

に支払われた当該給与又は退職手当等

の額から徴収することができる額）を

特別徴収の方法により 徴収する。 

のがあるときに限り、当該月割額の全

額（同日までに当該給与又は退職手当

等の全部又は一部の支払がされないこ

ととなったときにあっては、同日まで

に支払われた当該給与又は退職手当等

の額から徴収することができる額）を

特別徴収の方法によって徴収する。 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通

徴収税額への繰入れ） 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通

徴収税額への繰入れ） 

第４７条 個人の市民税の納税者が給与

の支払を受けなくなったこと等により

給与所得に係る特別徴収税額を特別徴

収の方法により 徴収されないことと

なった場合には   、特別徴収の方

法により 徴収されないこととなった

金額に相当する税額は、特別徴収の方

法により 徴収されないこととなった

日以後において到来する第４０条第１

項の納期がある場合には     そ

れぞれの納期において、その日以後に

到来する同項の納期がない場合には 

  直ちに、普通徴収の方法により 

徴収するものとする。 

第４７条 個人の市民税の納税者が給与

の支払を受けなくなったこと等により

給与所得に係る特別徴収税額を特別徴

収の方法によって徴収されないことと

なった場合においては、特別徴収の方

法によって徴収されないこととなった

金額に相当する税額は、特別徴収の方

法によって徴収されないこととなった

日以後において到来する第４０条第１

項の納期がある場合においてはそのそ

れぞれの納期において、その日以後に

到来する同項の納期がない場合におい

ては直ちに、普通徴収の方法によって

徴収するものとする。 

２ 法第３２１条の６第１項の通知によ

り 変更された給与所得に係る特別徴

収税額に係る個人の市民税の納税者に

ついて、既に特別徴収義務者から市に

納入された給与所得に係る特別徴収税

額が当該納税者から徴収すべき給与所

得に係る特別徴収税額を超える場合

（徴収すべき給与所得に係る特別徴収

税額がない場合を含む。）において当

該納税者の未納に係る徴収金があると

きは、当該過納又は誤納に係る税額

は、法第１７条の２の２第１項第２号

２ 法第３２１条の６第１項の通知によ

って変更された給与所得に係る特別徴

収税額に係る個人の市民税の納税者に

ついて、既に特別徴収義務者から市に

納入された給与所得に係る特別徴収税

額が当該納税者から徴収すべき給与所

得に係る特別徴収税額を超える場合

（徴収すべき給与所得に係る特別徴収

税額がない場合を含む。）において当

該納税者の未納に係る徴収金があると

きは、当該過納又は誤納に係る税額

は、法第１７条の２の規定によって 
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に規定する市町村徴収金関係過誤納金

とみなして、同条第３項、第６項及び

第７項の規定を適用することができる

ものとし、当該市町村徴収金関係過誤

納金により当該納税者の未納に係る徴

収金を納付し、又は納入することを委

託したものとみなす。 

                 

                 

                 

                 

     当該納税者の未納に係る徴

収金に充当する          

         。 

（公的年金等に係る所得に係る個人の

市民税の特別徴収） 

（公的年金等に係る所得に係る個人の

市民税の特別徴収） 

第４７条の２ 個人の市民税の納税義務

者が当該年度の初日の属する年の前年

中において公的年金等の支払を受けた

者であり、かつ、同日において老齢等

年金給付（法第３２１条の７の２第１

項の老齢等年金給付をいう。以下この

節において同じ。）の支払を受けてい

る年齢６５歳以上の者（特別徴収の方

法により徴収することが 著しく困難

であると認められるものとして次に掲

げるものを除く。以下この節において

「特別徴収対象年金所得者」という。

）である場合には   、当該納税義

務者の前年中の公的年金等に係る所得

に係る所得割額及び均等割額（これと

併せて賦課徴収を行う森林環境税額を

含む。以下この条及び第４７条の５に

おいて同じ。）の合算額（当該納税義

務者に係る均等割額を第４４条第１項

の規定により特別徴収の方法により徴

収する場合には    、公的年金等

に係る所得に係る所得割額。以下この

条及び第４７条の５において同じ。）

の２分の１に相当する額（以下この節

において「年金所得に係る特別徴収税

額」という。）を当該年度の初日の属

第４７条の２ 個人の市民税の納税義務

者が当該年度の初日の属する年の前年

中において公的年金等の支払を受けた

者であり、かつ、同日において老齢等

年金給付（法第３２１条の７の２第１

項の老齢等年金給付をいう。以下この

節において同じ。）の支払を受けてい

る年齢６５歳以上の者（特別徴収の方

法によって徴収することが著しく困難

であると認められるものとして次に掲

げるものを除く。以下この節において

「特別徴収対象年金所得者」という。

）である場合においては、当該納税義

務者の前年中の公的年金等に係る所得

に係る所得割額及び均等割額    

                 

                 

       の合算額（当該納税義

務者に係る均等割額を第４４条第１項

の規定により特別徴収の方法によって

徴収する場合においては、公的年金等

に係る所得に係る所得割額。以下この

条及び第４７条の５において同じ。）

の２分の１に相当する額（以下この節

において「年金所得に係る特別徴収税

額」という。）を当該年度の初日の属
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する年の１０月１日から翌年の３月３

１日までの間に支払われる老齢等年金

給付から当該老齢等年金給付の支払の

際に特別徴収の方法により 徴収す

る。 

する年の１０月１日から翌年の３月３

１日までの間に支払われる老齢等年金

給付から当該老齢等年金給付の支払の

際に特別徴収の方法によって徴収す

る。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 特別徴収の方法により 徴収する

こととした場合には当該年度におい

て当該老齢等年金給付の支払を受け

ないこととなると認められる者 

(2) 特別徴収の方法によって徴収する

こととした場合には当該年度におい

て当該老齢等年金給付の支払を受け

ないこととなると認められる者 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対

して課する個人の市民税のうち当該特

別徴収対象年金所得者の前年中の公的

年金等に係る所得に係る所得割額及び

均等割額の合算額から年金所得に係る

特別徴収税額を控除した額を第４０条

第１項の納期のうち当該年度の初日か

らその日の属する年の９月３０日まで

の間に到来するものにおいて普通徴収

の方法により 徴収する。 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対

して課する個人の市民税のうち当該特

別徴収対象年金所得者の前年中の公的

年金等に係る所得に係る所得割額及び

均等割額の合算額から年金所得に係る

特別徴収税額を控除した額を第４０条

第１項の納期のうち当該年度の初日か

らその日の属する年の９月３０日まで

の間に到来するものにおいて普通徴収

の方法によって徴収する。 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普

通徴収税額への繰入れ） 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普

通徴収税額への繰入れ） 

第４７条の６ 法第３２１条の７の７第

１項又は第３項（これらの規定を法第

３２１条の７の８第３項において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定

により特別徴収の方法により 徴収さ

れないこととなった金額に相当する税

額は、その特別徴収の方法により 徴

収されないこととなった日以後におい

て到来する第４０条第１項の納期があ

る場合には   そのそれぞれの納期

において、その日以後に到来する同項

の納期がない場合には   直ちに、

普通徴収の方法により 徴収するもの

第４７条の６ 法第３２１条の７の７第

１項又は第３項（これらの規定を法第

３２１条の７の８第３項において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定

により特別徴収の方法によって徴収さ

れないこととなった金額に相当する税

額は、その特別徴収の方法によって徴

収されないこととなった日以後におい

て到来する第４０条第１項の納期があ

る場合においてはそのそれぞれの納期

において、その日以後に到来する同項

の納期がない場合においては直ちに、

普通徴収の方法によって徴収するもの
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とする。 とする。 

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第

３２１条の７の８第３項において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定

により年金所得に係る特別徴収税額又

は年金所得に係る仮特別徴収税額を特

別徴収の方法により 徴収されないこ

ととなった特別徴収対象年金所得者に

ついて、既に特別徴収義務者から市に

納入された年金所得に係る特別徴収税

額又は年金所得に係る仮特別徴収税額

が当該特別徴収対象年金所得者から徴

収すべき年金所得に係る特別徴収税額

又は年金所得に係る仮特別徴収税額を

超える場合（徴収すべき年金所得に係

る特別徴収税額又は年金所得に係る仮

特別徴収税額がない場合を含む。）に

おいて当該特別徴収対象年金所得者の

未納に係る徴収金があるときは、当該

過納又は誤納に係る税額は、法第１７

条の２の２第１項第２号に規定する市

町村徴収金関係過誤納金とみなして、

同条第３項、第６項及び第７項の規定

を適用することができるものとし、当

該市町村徴収金関係過誤納金により当

該特別徴収対象年金所得者の未納に係

る徴収金を納付し、又は納入すること

を委託したものとみなす。 

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第

３２１条の７の８第３項において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定

により年金所得に係る特別徴収税額又

は年金所得に係る仮特別徴収税額を特

別徴収の方法によって徴収されないこ

ととなった特別徴収対象年金所得者に

ついて、既に特別徴収義務者から市に

納入された年金所得に係る特別徴収税

額又は年金所得に係る仮特別徴収税額

が当該特別徴収対象年金所得者から徴

収すべき年金所得に係る特別徴収税額

又は年金所得に係る仮特別徴収税額を

超える場合（徴収すべき年金所得に係

る特別徴収税額又は年金所得に係る仮

特別徴収税額がない場合を含む。）に

おいて当該特別徴収対象年金所得者の

未納に係る徴収金があるときは、当該

過納又は誤納に係る税額は、法第１７

条の２の規定によって       

                 

                 

                 

                当

該特別徴収対象年金所得者の未納に係

る徴収金に充当する        

           。 

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等

に対して課する種別割の税率は、１台

について、それぞれ当該各号に定める

額とする。 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等

に対して課する種別割の税率は、１台

について、それぞれ当該各号に定める

額とする。 

(1) 原動機付自転車 (1) 原動機付自転車 

ア～ウ （略） ア～ウ （略） 
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エ ３輪以上のもの（車室を備え

ず、かつ、輪距（２以上の輪距を

有するものにあっては、その輪距

のうち最大のもの）が０．５メー

トル以下であるもの、側面 が構

造上開放されている車室を備え、

かつ、輪距が０．５メートル以下

の３輪のもの及び道路運送車両の

保安基準（昭和２６年運輸省令第

６７号）第１条第１項第１３号の

６に規定する特定小型原動機付自

転車を除く。）で、総排気量が０

．０２リットルを超えるもの又は

定格出力が０．２５キロワットを

超えるもの 年額 ３，７００円 

エ ３輪以上のもの（車室を備え

ず、かつ、輪距（２以上の輪距を

有するものにあっては、その輪距

のうち最大のもの）が０．５メー

トル以下であるもの及び側面が構

造上開放されている車室を備え、

かつ、輪距が０．５メートル以下

の３輪のもの         

               

               

               

  を除く。）で、総排気量が０

．０２リットルを超えるもの又は

定格出力が０．２５キロワットを

超えるもの 年額 ３，７００円 

(2)、(3) （略） (2)、(3) （略） 

附 則 附 則 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

の特例） 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

の特例） 

第１５条の２の２ （略） 第１５条の２の２ （略） 

２、３ （略） ２、３ （略） 

４ 前項の規定の適用がある場合におけ

る納付すべき軽自動車税の環境性能割

の額は、同項の不足額に、これに１０

０分の３５の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合におけ

る納付すべき軽自動車税の環境性能割

の額は、同項の不足額に、これに１０

０分の１０の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額とする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特

例） 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特

例） 

第１６条の２ （略） 第１６条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の規定の適用がある場合におけ

る納付すべき軽自動車税の種別割の額

は、同項の不足額に、これに１００分

の３５の割合を乗じて計算した金額を

３ 前項の規定の適用がある場合におけ

る納付すべき軽自動車税の種別割の額

は、同項の不足額に、これに１００分

の１０の割合を乗じて計算した金額を



37 

加算した金額とする。 加算した金額とする。 
  

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年７月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第３４条の９第２項並びに第３８条の見出し及び同条第１項の改正規定、同

条に１項を加える改正規定並びに第４１条、第４４条、第４７条、第４７条の

２及び第４７条の６の改正規定並びに附則第１５条の２の２第４項の改正規定

及び附則第１６条の２第３項の改正規定並びに次条第１項並びに附則第３条第

１項（この条例による改正後の西条市税条例（以下「新条例」という。）附則第

１６条の２第３項に係る部分に限る。）及び第２項の規定 令和６年１月１日 

(2) 第３６条の３の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後の西条市税条例の規定中個人の市民税

に関する部分は、令和６年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、令

和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受ける

べき西条市税条例第３６条の３の２第１項に規定する給与（以下この項において

「給与」という。）について提出する同条第１項の規定による申告書について適用

し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書に

ついては、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第８２条第１号エ及び附則第１６条の２第３項の規定は、令和６年度

以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの軽自動

車税の種別割については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１５条の２の２第４項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の

施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環

境性能割について適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課す

る軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 
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提案理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）の一部が施行されるこ

と等に伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第４１号  
 

西条市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  
 

西条市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  
 

令和５年６月６日提出  
 

西条市長  玉 井  敏 久  
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西条市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  
西条市国民健康保険税条例（平成１６年西条市条例第５３号）の一部を次のよう

に改正する。  
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（課税額） （課税額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等

課税額は、世帯主（前条第２項の世帯

主を除く。）及びその世帯に属する被

保険者につき算定した所得割額及び資

産割額並びに被保険者均等割額及び世

帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が２２万円を超える場

合においては、後期高齢者支援金等課

税額は、２２万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等

課税額は、世帯主（前条第２項の世帯

主を除く。）及びその世帯に属する被

保険者につき算定した所得割額及び資

産割額並びに被保険者均等割額及び世

帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が２０万円を超える場

合においては、後期高齢者支援金等課

税額は、２０万円とする。 

４ （略） ４ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課

期日の属する年の前年の所得に係る地

方税法（昭和２５年法律第２２６号。

以下「法」という。）第３１４条の２

第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合計額から同条第２項の規

定による控除をした後の総所得金額及

び山林所得金額の合計額（以下「基礎

控除後の総所得金額等」という。）に

１００分の８．３３を乗じて算定す

る。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課

期日の属する年の前年の所得に係る地

方税法（昭和２５年法律第２２６号。

以下「法」という。）第３１４条の２

第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合計額から同条第２項の規

定による控除をした後の総所得金額及

び山林所得金額の合計額（以下「基礎

控除後の総所得金額等」という。）に

１００分の８．６ を乗じて算定す

る。 

２ （略） ２ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎 （国民健康保険の被保険者に係る基礎



41 

課税額の資産割額） 課税額の資産割額） 

第４条 第２条第２項の資産割額は、当

該年度分の固定資産税額のうち、土地

及び家屋に係る部分の額に１００分の

１０．５を乗じて算定する。 

第４条 第２条第２項の資産割額は、当

該年度分の固定資産税額のうち、土地

及び家屋に係る部分の額に１００分の

２１  を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について２９，０

００円とする。 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割

額は、被保険者１人について２４，８

００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の世帯別平等割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等

割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等

割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者

（国民健康保険法第６条第８号の規

定により被保険者の資格を喪失した

者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属

するものをいう。以下同じ。）と同

一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であって同日の属する月（以下

この号において「特定月」という。

）以後５年を経過する月までの間に

あるもの（当該世帯に他の被保険者

がいない場合に限る。）をいう。次

号、第７条の３及び第２３条第１項

において同じ。）及び特定継続世帯

（特定同一世帯所属者と同一の世帯

に属する被保険者が属する世帯であ

って特定月以後５年を経過する月の

翌月から特定月以後８年を経過する

月までの間にあるもの（当該世帯に

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者

（国民健康保険法第６条第８号の規

定により被保険者の資格を喪失した

者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属

するものをいう。以下同じ。）と同

一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であって同日の属する月（以下

この号において「特定月」という。

）以後５年を経過する月までの間に

あるもの（当該世帯に他の被保険者

がいない場合に限る。）をいう。次

号、第７条の３及び第２３条第１項

において同じ。）及び特定継続世帯

（特定同一世帯所属者と同一の世帯

に属する被保険者が属する世帯であ

って特定月以後５年を経過する月の

翌月から特定月以後８年を経過する

月までの間にあるもの（当該世帯に
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他の被保険者がいない場合に限る。

）をいう。第３号、第７条の３及び

第２３条第１項において同じ。）以

外の世帯 ２０，９００円 

他の被保険者がいない場合に限る。

）をいう。第３号、第７条の３及び

第２３条第１項において同じ。）以

外の世帯 １９，２００円 

(2) 特定世帯 １０，４５０円 (2) 特定世帯 ９，６００円  

(3) 特定継続世帯 １５，６７５円 (3) 特定継続世帯 １４，４００円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の所得割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基

礎控除後の総所得金額等に１００分の

２．５３を乗じて算定する。 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基

礎控除後の総所得金額等に１００分の

２．１ を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の資産割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の資産割額） 

第７条 第２条第３項の資産割額は、当

該年度分の固定資産税額のうち、土地

及び家屋に係る部分の額に１００分の

２．７を乗じて算定する。 

第７条 第２条第３項の資産割額は、当

該年度分の固定資産税額のうち、土地

及び家屋に係る部分の額に１００分の

５．４を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額） 

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均

等割額は、被保険者１人について９，

０００円とする。 

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均

等割額は、被保険者１人について６，

６００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の世帯別平等割

額） 

第７条の３ 第２条第３項の世帯別平等

割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

第７条の３ 第２条第３項の世帯別平等

割額は、次の各号に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 ６，４００円 

(2) 特定世帯 ３，２００円 

(3) 特定継続世帯 ４，８００円 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 ５，２００円 

(2) 特定世帯 ２，６００円 

(3) 特定継続世帯 ３，９００円 
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（介護納付金課税被保険者に係る所得

割額） 

（介護納付金課税被保険者に係る所得

割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介

護納付金課税被保険者に係る基礎控除

後の総所得金額等に１００分の２．１

７を乗じて算定する。 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介

護納付金課税被保険者に係る基礎控除

後の総所得金額等に１００分の１．９

 を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る資産

割額） 

（介護納付金課税被保険者に係る資産

割額） 

第９条 第２条第４項の資産割額は、介

護納付金課税被保険者に係る当該年度

分の固定資産税額のうち、土地及び家

屋に係る部分の額に１００分の２．８

５を乗じて算定する。 

第９条 第２条第４項の資産割額は、介

護納付金課税被保険者に係る当該年度

分の固定資産税額のうち、土地及び家

屋に係る部分の額に１００分の５．７

 を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額） 

（介護納付金課税被保険者に係る被保

険者均等割額） 

第９条の２ 第２条第４項の被保険者均

等割額は、介護納付金課税被保険者１

人について９，６００円とする。 

第９条の２ 第２条第４項の被保険者均

等割額は、介護納付金課税被保険者１

人について７，２００円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額） 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯

別平等割額） 

第９条の３ 第２条第４項の世帯別平等

割額は、１世帯について５，１００円

とする。 

第９条の３ 第２条第４項の世帯別平等

割額は、１世帯について３，８００円

とする。 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる

国民健康保険税の納税義務者に対して

課する国民健康保険税の額は、第２条

第２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が６５万円を超える場合

には、６５万円）、同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からウ及び

エに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が２２万円を超える場

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる

国民健康保険税の納税義務者に対して

課する国民健康保険税の額は、第２条

第２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が６５万円を超える場合

には、６５万円）、同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からウ及び

エに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が２０万円を超える場
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合には、２２万円）並びに同条第４項

本文の介護納付金課税額からオ及びカ

に掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１７万円を超える場合

には、１７万円）の合算額とする。 

合には、２０万円）並びに同条第４項

本文の介護納付金課税額からオ及びカ

に掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１７万円を超える場合

には、１７万円）の合算額とする。 

(1) 法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得を有する者（前年中に

法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額に係る所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項

に規定する給与所得について同条第

３項に規定する給与所得控除額の控

除を受けた者（同条第１項に規定す

る給与等の収入金額が５５万円を超

える者に限る。）をいう。以下この

号において同じ。）の数及び公的年

金等に係る所得を有する者（前年中

に法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額に係る所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係

る所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた

者（年齢６５歳未満の者にあっては

当該公的年金等の収入金額が６０万

円を超える者に限り、年齢６５歳以

上の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が１１０万円を超える者に

限る。）をいい、給与所得を有する

者を除く。）の数の合計数（以下こ

の条において「給与所得者等の数」

という。）が２以上の場合にあって

(1) 法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得を有する者（前年中に

法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額に係る所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項

に規定する給与所得について同条第

３項に規定する給与所得控除額の控

除を受けた者（同条第１項に規定す

る給与等の収入金額が５５万円を超

える者に限る。）をいう。以下この

号において同じ。）の数及び公的年

金等に係る所得を有する者（前年中

に法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額に係る所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係

る所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた

者（年齢６５歳未満の者にあっては

当該公的年金等の収入金額が６０万

円を超える者に限り、年齢６５歳以

上の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が１１０万円を超える者に

限る。）をいい、給与所得を有する

者を除く。）の数の合計数（以下こ

の条において「給与所得者等の数」

という。）が２以上の場合にあって
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は、４３万円に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を乗

じて得た金額を加算した金額）を超

えない世帯に係る納税義務者 

は、４３万円に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を乗

じて得た金額を加算した金額）を超

えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。） １人につい

て ２０，３００円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。） １人につい

て １７，３６０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 １４，６３０円 

(ｲ) 特定世帯 ７，３１５円 

(ｳ) 特定継続世帯 １０，９７３

円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 １３，４４０円 

(ｲ) 特定世帯 ６，７２０円 

(ｳ) 特定継続世帯 １０，０８０

円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。

） １人について ６，３００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。

） １人について ４，６２０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ４，４８０円 

(ｲ) 特定世帯 ２，２４０円 

(ｳ) 特定継続世帯 ３，３６０円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ３，６４０円 

(ｲ) 特定世帯 １，８２０円 

(ｳ) 特定継続世帯 ２，７３０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。） １人につ

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。） １人につ
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いて ６，７２０円 いて ５，０４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について

 ３，５７０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について

 ２，６６０円 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき２９万円    

 を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当する者

を除く。） 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき２８万５，０００

円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当する者

を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。） １人につい

て １４，５００円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。） １人につい

て １２，４００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 １０，４５０円 

(ｲ) 特定世帯 ５，２２５円 

(ｳ) 特定継続世帯 ７，８３８円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ９，６００円  

(ｲ) 特定世帯 ４，８００円 

(ｳ) 特定継続世帯 ７，２００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。
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） １人について ４，５００円 ） １人について ３，３００円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ３，２００円 

(ｲ) 特定世帯 １，６００円 

(ｳ) 特定継続世帯 ２，４００円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ２，６００円 

(ｲ) 特定世帯 １，３００円 

(ｳ) 特定継続世帯 １，９５０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。） １人につ

いて ４，８００円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。） １人につ

いて ３，６００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について

 ２，５５０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について

 １，９００円 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき５３万５，０００

円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前２号に該当する

者を除く。） 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、４３万円（納税義務者並び

にその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が２以上の場

合にあっては、４３万円に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した

金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき５２万円    

 を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前２号に該当する

者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。） １人につい

ア 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。） １人につい
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て ５，８００円 て ４，９６０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ４，１８０円 

(ｲ) 特定世帯 ２，０９０円 

(ｳ) 特定継続世帯 ３，１３５円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ３，８４０円 

(ｲ) 特定世帯 １，９２０円 

(ｳ) 特定継続世帯 ２，８８０円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。

） １人について １，８００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。

） １人について １，３２０円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 １，２８０円 

(ｲ) 特定世帯 ６４０円 

(ｳ) 特定継続世帯 ９６０円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 １，０４０円 

(ｲ) 特定世帯 ５２０円 

(ｳ) 特定継続世帯 ７８０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。） １人につ

いて １，９２０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る

被保険者均等割額 介護納付金課

税被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。） １人につ

いて １，４４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について

 １，０２０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る

世帯別平等割額 １世帯について

 ７６０円   

２ 国民健康保険税の納税義務者の属す

る世帯内に６歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前である被保険者（以

下「未就学児」という。）がある場合

における当該納税義務者に対して課す

２ 国民健康保険税の納税義務者の属す

る世帯内に６歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前である被保険者（以

下「未就学児」という。）がある場合

における当該納税義務者に対して課す
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る被保険者均等割額（当該納税義務者

の世帯に属する未就学児につき算定し

た被保険者均等割額（前項に規定する

金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額

）に限る。）は、当該被保険者均等割

額から、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額を減

額して得た額とする。 

る被保険者均等割額（当該納税義務者

の世帯に属する未就学児につき算定し

た被保険者均等割額（前項に規定する

金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額

）に限る。）は、当該被保険者均等割

額から、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額を減

額して得た額とする。 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

未就学児１人について次に定める額 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基

礎課税額の被保険者均等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を

減額した世帯 ４，３５０円 

イ 前項第２号アに規定する金額を

減額した世帯 ７，２５０円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を

減額した世帯 １１，６００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 １４，５００円 

ア 前項第１号アに規定する金額を

減額した世帯 ３，７２０円 

イ 前項第２号アに規定する金額を

減額した世帯 ６，２００円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を

減額した世帯 ９，９２０円  

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 １２，４００円 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後

期高齢者支援金等課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を

減額した世帯 １，３５０円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を

減額した世帯 ２，２５０円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を

減額した世帯 ３，６００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 ４，５００円 

ア 前項第１号ウに規定する金額を

減額した世帯 ９９０円   

イ 前項第２号ウに規定する金額を

減額した世帯 １，６５０円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を

減額した世帯 ２，６４０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 ３，３００円 

（特例対象被保険者等に係る国民健康 （特例対象被保険者等に係る国民健康
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保険税の課税の特例） 保険税の課税の特例） 

第２３条の２ 国民健康保険税の納税義

務者である世帯主又はその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が特例対象被保険者

等（法第７０３条の５の２第２項に規

定する特例対象被保険者等をいう。第

２４条の２第１項において同じ。）で

ある場合における第３条及び前条第１

項の規定の適用については、第３条第

１項中「規定する総所得金額」とある

のは「規定する総所得金額（第２３条

の２に規定する特例対象被保険者等の

総所得金額に給与所得が含まれている

場合においては、当該給与所得につい

ては、所得税法第２８条第２項の規定

によって計算した金額の１００分の３

０に相当する金額によるものとする。

次項において同じ。）」と、「同条第２

項」とあるのは「法第３１４条の２第

２項」と、前条第１項第１号中「総所

得金額及び」とあるのは「総所得金額

（次条に規定する特例対象被保険者等

の総所得金額に給与所得が含まれてい

る場合においては、当該給与所得につ

いては、所得税法第２８条第２項の規

定によって計算した金額の１００分の

３０に相当する金額によるものとす

る。次号において同じ。）及び」とす

る。 

第２３条の２ 国民健康保険税の納税義

務者である世帯主又はその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が特例対象被保険者

等（法第７０３条の５の２第２項に規

定する特例対象被保険者等をいう。第

２４条の２   において同じ。）で

ある場合における第３条及び前条第１

項の規定の適用については、第３条第

１項中「規定する総所得金額」とある

のは「規定する総所得金額（第２３条

の２に規定する特例対象被保険者等の

総所得金額に給与所得が含まれている

場合においては、当該給与所得につい

ては、所得税法第２８条第２項の規定

によって計算した金額の１００分の３

０に相当する金額によるものとする。

次項において同じ。）と 、「同条第２

項」とあるのは「法第３１４条の２第

２項」と、前条第１項第１号中「総所

得金額及び」とあるのは「総所得金額

（次条に規定する特例対象被保険者等

の総所得金額に給与所得が含まれてい

る場合においては、当該給与所得につ

いては、所得税法第２８条第２項の規

定によって計算した金額の１００分の

３０に相当する金額によるものとす

る。次号において同じ。）及び」とす

る。 

（特例対象被保険者等に係る申告） （特例対象被保険者等に係る申告） 

第２４条の２ （略） 第２４条の２ （略） 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該

納税義務者は、雇用保険受給資格者証

（雇用保険法施行規則（昭和５０年労

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該

納税義務者は、雇用保険受給資格者証

（雇用保険法施行規則（昭和５０年労
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働省令第３号）第１７条の２第１項第

１号に規定するものをいう。）又は雇

用保険受給資格通知（同令第１９条第

３項に規定するものをいう。）の提示

を求められた場合には、これらを提示

しなければならない。 

働省令第３号）第１７条の２第１項第

１号に規定するものをいう。）その他

の特例対象被保険者等であることの事

実を証明する書類      の提示

を求められた場合には、これらを提示

しなければならない。 

附 則 附 則 

（公的年金等に係る所得に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

（公的年金等に係る所得に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

７ 当分の間、世帯主又はその世帯に属

する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が、前年中に所得

税法第３５条第３項に規定する公的年

金等に係る所得について同条第４項に

規定する公的年金等控除額（年齢６５

歳以上である者に係るものに限る。）

の控除を受けた場合における第２３条

   の規定の適用については、同条

第１項中「法第７０３条の５第１項に

規定する総所得金額及び山林所得金額

」とあるのは「法第７０３条の５第１

項に規定する総所得金額（所得税法第

３５条第３項に規定する公的年金等に

係る所得については、同条第２項第１

号の規定によって計算した金額から１

５万円を控除した金額によるものとす

る。）及び山林所得金額」と、「１１０

万円」とあるのは「１２５万円」とす

る。 

７ 当分の間、世帯主又はその世帯に属

する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が、前年中に所得

税法第３５条第３項に規定する公的年

金等に係る所得について同条第４項に

規定する公的年金等控除額（年齢６５

歳以上である者に係るものに限る。）

の控除を受けた場合における第２３条

第１項の規定の適用については、同項

   中「法第７０３条の５第１項に

規定する総所得金額及び山林所得金額

」とあるのは「法第７０３条の５第１

項に規定する総所得金額（所得税法第

３５条第３項に規定する公的年金等に

係る所得については、同条第２項第１

号の規定によって計算した金額から１

５万円を控除した金額によるものとす

る。）及び山林所得金額」と、「１１０

万円」とあるのは「１２５万円」とす

る。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険 の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３３条の２第５

項の配当所得等を有する場合における

８ 世帯主又はその世帯の属する国民健

康保険税の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３３条の２第５

項の配当所得等を有する場合における
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第３条、第６条、第８条及び第２３条

   の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附

則第３３条の２第５項に規定する上場

株式等に係る配当所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１

４条の２第２項」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第３３

条の２第５項に規定する上場株式等に

係る配当所得等の金額」と、第２３条

第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則

第３３条の２第５項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額」とす

る。 

第３条、第６条、第８条及び第２３条

第１項の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得  」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附

則第３３条の２第５項に規定する上場

株式等に係る配当所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１

４条の２第２項」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第３３

条の２第５項に規定する上場株式等に

係る配当所得等の金額」と、第２３条

第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則

第３３条の２第５項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額」とす

る。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世

帯所属者が法附則第３４条第４項の譲

渡所得を有する場合における第３条、

第６条、第８条及び第２３条   の

規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額の合計額から同

条第２項」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３４条第４項に規

定する長期譲渡所得の金額（租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第

３３条の４第１項若しくは第２項、第

３４条第１項、第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、第３５条第１

項、第３５条の２第１項、第３５条の

３第１項又は第３６条の規定に該当す

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世

帯所属者が法附則第３４条第４項の譲

渡所得を有する場合における第３条、

第６条、第８条及び第２３条第１項の

規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額の合計額から同

条第２項」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３４条第４項に規

定する長期譲渡所得の金額（租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第

３３条の４第１項若しくは第２項、第

３４条第１項、第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、第３５条第１

項、第３５条の２第１項、第３５条の

３第１項又は第３６条の規定に該当す
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る場合には、これらの規定の適用によ

り同法第３１条第１項に規定する長期

譲渡所得の金額から控除する金額を控

除した金額。以下この項において「控

除後の長期譲渡所得の金額」という。

）の合計額から法第３１４条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計額

（」とあるのは「及び山林所得金額並

びに控除後の長期譲渡所得の金額の合

計額（」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第３４条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額」と、第

２３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第３４条第４項に規定する長期

譲渡所得の金額」とする。 

る場合には、これらの規定の適用によ

り同法第３１条第１項に規定する長期

譲渡所得の金額から控除する金額を控

除した金額。以下この項において「控

除後の長期譲渡所得の金額」という。

）の合計額から法第３１４条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計額

（」とあるのは「及び山林所得金額並

びに控除後の長期譲渡所得の金額の合

計額（」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第３４条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額」と、第

２３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第３４条第４項に規定する長期

譲渡所得の金額」とする。 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３５条の２第５

項の一般株式等に係る譲渡所得等を有

する場合における第３条、第６条、第

８条及び第２３条   の規定の適用

については、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第３５条の２第５

項に規定する一般株式等に係る譲渡所

得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第３１４条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額

」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第３５条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の金

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３５条の２第５

項の一般株式等に係る譲渡所得等を有

する場合における第３条、第６条、第

８条及び第２３条第１項の規定の適用

については、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第３５条の２第５

項に規定する一般株式等に係る譲渡所

得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第３１４条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額

」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第３５条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の金
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額」と、第２３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３５条の２第５項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」とする。 

額」と、第２３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３５条の２第５項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」とする。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３５条の２の２

第５項の上場株式等に係る譲渡所得等

を有する場合における第３条、第６

条、第８条及び第２３条   の規定

の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３５条

の２の２第５項に規定する上場株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、「同条

第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」と、第２３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３

５条の２の２第５項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等の金額」とす

る。 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３５条の２の２

第５項の上場株式等に係る譲渡所得等

を有する場合における第３条、第６

条、第８条及び第２３条第１項の規定

の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３５条

の２の２第５項に規定する上場株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、「同条

第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」と、第２３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３

５条の２の２第５項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等の金額」とす

る。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３５条の４第４

項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３５条の４第４

項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を
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有する場合における第３条、第６条、

第８条及び第２３条   の規定の適

用については、第３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３５条の４第

４項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額」と、「同条第２項」とある

のは「法第３１４条の２第２項」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第３５条の４第４項に規定する

先物取引に係る雑所得等の金額」と、

第２３条第１項中「及び山林所得金額

」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第３５条の４第４項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額」と

する。 

有する場合における第３条、第６条、

第８条及び第２３条第１項の規定の適

用については、第３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３５条の４第

４項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額」と、「同条第２項」とある

のは「法第３１４条の２第２項」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第３５条の４第４項に規定する

先物取引に係る雑所得等の金額」と、

第２３条第１項中「及び山林所得金額

」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第３５条の４第４項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額」と

する。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係

る国民健康保険税の課税の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係

る国民健康保険税の課税の特例） 

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３３条の３第５

項の事業所得又は雑所得を有する場合

における第３条、第６条、第８条及び

第２３条   の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３３条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金額」

と、「同条第２項」とあるのは「法第

３１４条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第

３３条の３第５項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額」と、第２３条

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第３３条の３第５

項の事業所得又は雑所得を有する場合

における第３条、第６条、第８条及び

第２３条第１項の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３３条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金額」

と、「同条第２項」とあるのは「法第

３１４条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第

３３条の３第５項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額」と、第２３条
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第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則

第３３条の３第５項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額」とする。 

第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則

第３３条の３第５項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

（条約適用利子等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

１７ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特

例等に関する法律（昭和４４年法律第

４６号。以下「租税条約等実施特例法

」という。）第３条の２の２第１０項

に規定する条約適用利子等に係る利子

所得、配当所得、譲渡所得、一時所得

及び雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条及び第２３条  

 の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等の実施に伴

う所得税法、法人税法及び地方税法の

特例等に関する法律（昭和４４年法律

第４６号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第１０

項に規定する条約適用利子等の額の合

計額から法第３１４条の２第２項」

と、「及び山林所得金額の合計額（」

とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第３条の２の２

第１０項に規定する条約適用利子等の

額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１０項に規定す

１７ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特

例等に関する法律（昭和４４年法律第

４６号。以下「租税条約等実施特例法

」という。）第３条の２の２第１０項

に規定する条約適用利子等に係る利子

所得、配当所得、譲渡所得、一時所得

及び雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条及び第２３条第１

項の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等の実施に伴

う所得税法、法人税法及び地方税法の

特例等に関する法律（昭和４４年法律

第４６号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第１０

項に規定する条約適用利子等の額の合

計額から法第３１４条の２第２項」

と、「及び山林所得金額の合計額（」

とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第３条の２の２

第１０項に規定する条約適用利子等の

額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１０項に規定す
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る条約適用利子等の額」と、第２３条

第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１０

項に規定する条約適用利子等の額」と

する。 

る条約適用利子等の額」と、第２３条

第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１０

項に規定する条約適用利子等の額」と

する。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

（条約適用配当等に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

１８ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１２項に規定する条約

適用配当等に係る利子所得、配当所得

及び雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条及び第２３条  

 の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等の実施に伴

う所得税法、法人税法及び地方税法の

特例等に関する法律（昭和４４年法律

第４６号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等の額の合

計額から法第３１４条の２第２項」

と、「及び山林所得金額の合計額（」

とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第３条の２の２

第１２項に規定する条約適用配当等の

額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１２項に規定す

る条約適用配当等の額」と、第２３条

第１項中「及び山林所得金額」とある

１８ 世帯主又はその世帯に属する国民

健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１２項に規定する条約

適用配当等に係る利子所得、配当所得

及び雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条及び第２３条第１

項の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等の実施に伴

う所得税法、法人税法及び地方税法の

特例等に関する法律（昭和４４年法律

第４６号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等の額の合

計額から法第３１４条の２第２項」

と、「及び山林所得金額の合計額（」

とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第３条の２の２

第１２項に規定する条約適用配当等の

額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１２項に規定す

る条約適用配当等の額」と、第２３条

第１項中「及び山林所得金額」とある



58 

のは「及び山林所得金額並びに租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等の額」と

する。 

のは「及び山林所得金額並びに租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等の額」と

する。 
  

附 則  
（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  
（適用区分）  

２ この条例による改正後の西条市国民健康保険税条例の規定は、令和５年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険税に

ついては、なお従前の例による。  
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提案理由  
地方税法施行令の一部を改正する政令（令和５年政令第１３２号）の一部が施行

されたことに伴い、及び令和５年度の国民健康保険税の税率を定めるため、所要の条

例改正を行おうとするものである。  
  



60 
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議案第４２号  
 

西条市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について  
 

西条市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を次のように定める。  
 

令和５年６月６日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久  
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西条市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例  
西条市子ども・子育て会議条例（平成２５年西条市条例第３３号）の一部を次の

ように改正する。  
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号。次条において「法

」という。）第７２条第１項の規定に

基づき、西条市子ども・子育て会議

（以下「子ども・子育て会議」とい

う。）を置く。 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号。次条において「法

」という。）第７７条第１項の規定に

基づき、西条市子ども・子育て会議

（以下「子ども・子育て会議」とい

う。）を置く。 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議の所掌事務

は、次のとおりとする。 

第２条 子ども・子育て会議の所掌事務

は、次のとおりとする。 

(1) 法第７２条第１項に規定する事務

を処理すること。 

(1) 法第７７条第１項に規定する事務

を処理すること。 

(2) （略） (2) （略） 
  

附 則  
この条例は、公布の日から施行する。  
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提案理由 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和４年法律第

７６号）が施行されたことに伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第４３号  
 

西条市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について  
 

西条市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を次のように定める。  
 

令和５年６月６日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久  
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西条市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例  
西条市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年西条市条例第１９号）の一部を次のように改正する。  
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（利用定員） （利用定員） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に

掲げる特定教育・保育施設の区分に応

じ、当該各号に定める小学校就学前子

どもの区分ごとの利用定員を定めるも

のとする。ただし、法第１９条第３号

   に掲げる小学校就学前子どもの

区分にあっては、満１歳に満たない小

学校就学前子ども及び満１歳以上の小

学校就学前子どもに区分して定めるも

のとする。 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に

掲げる特定教育・保育施設の区分に応

じ、当該各号に定める小学校就学前子

どもの区分ごとの利用定員を定めるも

のとする。ただし、法第１９条第１項

第３号に掲げる小学校就学前子どもの

区分にあっては、満１歳に満たない小

学校就学前子ども及び満１歳以上の小

学校就学前子どもに区分して定めるも

のとする。 

(1) 認定こども園 法第１９条各号 

  に掲げる小学校就学前子どもの

区分 

(1) 認定こども園 法第１９条第１項

各号に掲げる小学校就学前子どもの

区分 

(2) 幼稚園 法第１９条第１号   

に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(2) 幼稚園 法第１９条第１項第１号

に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(3) 保育所 法第１９条第２号   

に掲げる小学校就学前子どもの区分

及び同条第３号に掲げる小学校就学

前子どもの区分 

(3) 保育所 法第１９条第１項第２号

に掲げる小学校就学前子どもの区分

及び同項第３号に掲げる小学校就学

前子どもの区分 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等

） 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等

） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は幼稚園に限る。以下この項におい

て同じ。）は、利用の申込みに係る法

２ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は幼稚園に限る。以下この項におい

て同じ。）は、利用の申込みに係る法
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第１９条第１号   に掲げる小学校

就学前子どもの数及び当該特定教育・

保育施設を現に利用している同号  

       に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもの総数が、当該特定教育・保育

施設の同号         に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利

用定員の総数を超える場合において

は、抽選、申込みを受けた順序により

決定する方法、当該特定教育・保育施

設の設置者の教育・保育に関する理

念、基本方針等に基づく選考その他公

正な方法（第４項において「選考方法

」という。）により選考しなければな

らない。 

第１９条第１項第１号に掲げる小学校

就学前子どもの数及び当該特定教育・

保育施設を現に利用している法第１９

条第１項第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもの総数が、当該特定教育・保育

施設の法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利

用定員の総数を超える場合において

は、抽選、申込みを受けた順序により

決定する方法、当該特定教育・保育施

設の設置者の教育・保育に関する理

念、基本方針等に基づく選考その他公

正な方法（第４項において「選考方法

」という。）により選考しなければな

らない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。）は、利用の申込みに係る法

第１９条第２号又は第３号   に掲

げる小学校就学前子どもの数及び当該

特定教育・保育施設を現に利用してい

る同条第２号又は第３号      

に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもの総数

が、当該特定教育・保育施設の同条第

２号又は第３号      に掲げる

小学校就学前子どもの区分に係る利用

定員の総数を超える場合においては、

法第２０条第４項の規定による認定に

基づき、保育の必要の程度及び家族等

の状況を勘案し、保育を受ける必要性

が高いと認められる教育・保育給付認

定子どもが優先的に利用できるよう、

選考するものとする。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。）は、利用の申込みに係る法

第１９条第１項第２号又は第３号に掲

げる小学校就学前子どもの数及び当該

特定教育・保育施設を現に利用してい

る法第１９条第１項第２号又は第３号

に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもの総数

が、当該特定教育・保育施設の法第１

９条第１項第２号又は第３号に掲げる

小学校就学前子どもの区分に係る利用

定員の総数を超える場合においては、

法第２０条第４項の規定による認定に

基づき、保育の必要の程度及び家族等

の状況を勘案し、保育を受ける必要性

が高いと認められる教育・保育給付認

定子どもが優先的に利用できるよう、

選考するものとする。 
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４、５ （略） ４、５ （略） 

（あっせん、調整及び要請に対する協

力） 

（あっせん、調整及び要請に対する協

力） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。）は、法第１９条第２号又は

第３号   に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子

どもに係る当該特定教育・保育施設の

利用について児童福祉法第２４条第３

項（同法第７３条第１項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。第４

０条第２項及び第４２条第４項第１号

において同じ。）の規定により市町村

が行う調整及び要請に対し、できる限

り協力しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園

又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。）は、法第１９条第１項第２

号又は第３号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子

どもに係る当該特定教育・保育施設の

利用について児童福祉法第２４条第３

項（同法第７３条第１項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。第４

０条第２項及び第４２条第４項第１号

において同じ。）の規定により市町村

が行う調整及び要請に対し、できる限

り協力しなければならない。 

（受給資格等の確認） （受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教

育・保育の提供を求められた場合は、

必要に応じて、教育・保育給付認定保

護者の提示する支給認定証（教育・保

育給付認定保護者が支給認定証の交付

を受けていない場合にあっては、子ど

も・子育て支援法施行規則（平成２６

年内閣府令第４４号）第７条第２項の

規定による通知）によって、教育・保

育給付認定の有無、教育・保育給付認

定子どもの該当する法第１９条各号 

  に掲げる小学校就学前子どもの区

分、教育・保育給付認定の有効期間及

び保育必要量等を確かめるものとす

る。 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教

育・保育の提供を求められた場合は、

必要に応じて、教育・保育給付認定保

護者の提示する支給認定証（教育・保

育給付認定保護者が支給認定証の交付

を受けていない場合にあっては、子ど

も・子育て支援法施行規則（平成２６

年内閣府令第４４号）第７条第２項の

規定による通知）によって、教育・保

育給付認定の有無、教育・保育給付認

定子どもの該当する法第１９条第１項

各号に掲げる小学校就学前子どもの区

分、教育・保育給付認定の有効期間及

び保育必要量等を確かめるものとす

る。 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 
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２、３ （略） ２、３ （略） 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支

払を受ける額のほか、特定教育・保育

において提供される便宜に要する費用

のうち、次に掲げる費用の額の支払を

教育・保育給付認定保護者から受ける

ことができる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支

払を受ける額のほか、特定教育・保育

において提供される便宜に要する費用

のうち、次に掲げる費用の額の支払を

教育・保育給付認定保護者から受ける

ことができる。 

(1)、(2) （略） (1)、(2) （略） 

(3) 食事の提供（次に掲げるものを除

く。）に要する費用 

(3) 食事の提供（次に掲げるものを除

く。）に要する費用 

ア 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳

以上教育・保育給付認定子どもの

うち、その教育・保育給付認定保

護者及び当該教育・保育給付認定

保護者と同一の世帯に属する者に

係る市町村民税所得割合算額がそ

れぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める金額未

満であるものに対する副食の提供 

ア 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳

以上教育・保育給付認定子どもの

うち、その教育・保育給付認定保

護者及び当該教育・保育給付認定

保護者と同一の世帯に属する者に

係る市町村民税所得割合算額がそ

れぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める金額未

満であるものに対する副食の提供 

(ｱ) 法第１９条第１号   に掲

げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども

 ７７，１０１円 

(ｱ) 法第１９条第１項第１号に掲

げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども

 ７７，１０１円 

(ｲ) 法第１９条第２号   に掲

げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども

（特定満３歳以上保育認定子ど

もを除く。イ ( ｲ )において同

じ。） ５７，７００円（令第

４条第２項第６号に規定する特

定教育・保育給付認定保護者に

あっては、７７，１０１円） 

(ｲ) 法第１９条第１項第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども

（特定満３歳以上保育認定子ど

もを除く。イ ( ｲ )において同

じ。） ５７，７００円（令第

４条第２項第６号に規定する特

定教育・保育給付認定保護者に

あっては、７７，１０１円） 

イ 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳

以上教育・保育給付認定子どもの

うち、負担額算定基準子ども又は

小学校第３学年修了前子ども（小

イ 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳

以上教育・保育給付認定子どもの

うち、負担額算定基準子ども又は

小学校第３学年修了前子ども（小
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学校、義務教育学校の前期課程又

は特別支援学校の小学部の第１学

年から第３学年までに在籍する子

どもをいう。以下イにおいて同

じ。）が同一の世帯に３人以上い

る場合にそれぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定

める者に該当するものに対する副

食の提供（アに該当するものを除

く。） 

学校、義務教育学校の前期課程又

は特別支援学校の小学部の第１学

年から第３学年までに在籍する子

どもをいう。以下イにおいて同

じ。）が同一の世帯に３人以上い

る場合にそれぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定

める者に該当するものに対する副

食の提供（アに該当するものを除

く。） 

(ｱ) 法第１９条第１号   に掲

げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども

 負担額算定基準子ども又は小

学校第３学年修了前子ども（そ

のうち最年長者及び２番目の年

長者である者を除く。）である

者 

(ｱ) 法第１９条第１項第１号に掲

げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども

 負担額算定基準子ども又は小

学校第３学年修了前子ども（そ

のうち最年長者及び２番目の年

長者である者を除く。）である

者 

(ｲ) 法第１９条第２号   に掲

げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども

 負担額算定基準子ども（その

うち最年長者及び２番目の年長

者である者を除く。）である者 

(ｲ) 法第１９条第１項第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども

 負担額算定基準子ども（その

うち最年長者及び２番目の年長

者である者を除く。）である者 

ウ （略） ウ （略） 

(4)、(5) （略） (4)、(5) （略） 

５、６ （略） ５、６ （略） 

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の

各号に掲げる施設の区分に応じて、そ

れぞれ当該各号に定めるものに基づ

き、小学校就学前子どもの心身の状況

等に応じて、特定教育・保育の提供を

適切に行わなければならない。 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の

各号に掲げる施設の区分に応じて、そ

れぞれ当該各号に定めるものに基づ

き、小学校就学前子どもの心身の状況

等に応じて、特定教育・保育の提供を

適切に行わなければならない。 

(1)、(2) （略） (1)、(2) （略） 
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(3) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）第

２５条第１項の規定に基づき文部科

学大臣が定める幼稚園の教育課程そ

の他の教育内容に関する事項をい

う。） 

(3) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）第

２５条   の規定に基づき文部科

学大臣が定める幼稚園の教育課程そ

の他の教育内容に関する事項をい

う。） 

(4) 保育所 児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準（昭和２３年厚生

省令第６３号）第３５条の規定に基

づき保育所における保育の内容につ

いて内閣総理大臣が定める指針 

(4) 保育所 児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準（昭和２３年厚生

省令第６３号）第３５条の規定に基

づき保育所における保育の内容につ

いて厚生労働大臣が定める指針 

２ （略） ２ （略） 

（運営規程） （運営規程） 

第２０条 特定教育・保育施設は、次に

掲げる施設の運営についての重要事項

に関する規程（第２３条において「運

営規程」という。）を定めておかなけ

ればならない。 

第２０条 特定教育・保育施設は、次に

掲げる施設の運営についての重要事項

に関する規程（第２３条において「運

営規程」という。）を定めておかなけ

ればならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 特定教育・保育の提供を行う日

（法第１９条第１号   に掲げる

小学校就学前子どもの区分に係る利

用定員を定めている施設にあって

は、学期を含む。以下この号におい

て同じ。）及び時間、提供を行わな

い日 

(4) 特定教育・保育の提供を行う日

（法第１９条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもの区分に係る利

用定員を定めている施設にあって

は、学期を含む。以下この号におい

て同じ。）及び時間、提供を行わな

い日 

(5)～(11) （略） (5)～(11) （略） 

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準） 

第３５条 特定教育・保育施設（保育所

に限る。以下この条において同じ。）

が法第１９条第１号   に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに対し特別利用保育

を提供する場合には、法第３４条第１

第３５条 特定教育・保育施設（保育所

に限る。以下この条において同じ。）

が法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに対し特別利用保育

を提供する場合には、法第３４条第１
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項第３号に規定する基準を遵守しなけ

ればならない。 

項第３号に規定する基準を遵守しなけ

ればならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定

により特別利用保育を提供する場合に

は、当該特別利用保育に係る法第１９

条第１号   に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもの数及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している同条第２号  

    に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども

の総数が、第４条第２項第３号の規定

により定められた法第１９条第２号 

  に掲げる小学校就学前子どもに係

る利用定員の数を超えないものとす

る。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定

により特別利用保育を提供する場合に

は、当該特別利用保育に係る法第１９

条第１項第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもの数及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している法第１９条第１

項第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども

の総数が、第４条第２項第３号の規定

により定められた法第１９条第１項第

２号に掲げる小学校就学前子どもに係

る利用定員の数を超えないものとす

る。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規

定により特別利用保育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用保

育を、施設型給付費には特例施設型給

付費（法第２８条第１項の特例施設型

給付費をいう。次条第３項において同

じ。）を、それぞれ含むものとして、

前節（第６条第３項及び第７条第２項

を除く。）の規定を適用する。この場

合において、第６条第２項中「特定教

育・保育施設（認定こども園又は幼稚

園に限る。以下この項において同じ。

）」とあるのは「特定教育・保育施設

（特別利用保育を提供している施設に

限る。以下この項において同じ。）」

と、「同号         に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育

・保育給付認定子ども」とあるのは

「同条第１号又は第２号      

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規

定により特別利用保育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用保

育を、施設型給付費には特例施設型給

付費（法第２８条第１項の特例施設型

給付費をいう。次条第３項において同

じ。）を、それぞれ含むものとして、

前節（第６条第３項及び第７条第２項

を除く。）の規定を適用する。この場

合において、第６条第２項中「特定教

育・保育施設（認定こども園又は幼稚

園に限る。以下この項において同じ。

）」とあるのは「特定教育・保育施設

（特別利用保育を提供している施設に

限る。以下この項において同じ。）」

と、「法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育

・保育給付認定子ども」とあるのは

「法第１９条第１項第１号又は第２号
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に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども」と、

「同号         に掲げる小

学校就学前子どもの区分に係る利用定

員の総数」とあるのは「同条第２号 

     に掲げる小学校就学前子ど

もの区分に係る利用定員の総数」と、

第１３条第２項中「法第２７条第３項

第１号に掲げる額」とあるのは「法第

２８条第２項第２号の内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額」

と、同条第４項第３号イ(ｱ)中「教育

・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども（特別利

用保育を受ける者を除く。）」と、同号

イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども

」とあるのは「教育・保育給付認定子

ども（特別利用保育を受ける者を含

む。）」とする。 

に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども」と、

「法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもの区分に係る利用定

員の総数」とあるのは「法第１９条第

１項第２号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分に係る利用定員の総数」と、

第１３条第２項中「法第２７条第３項

第１号に掲げる額」とあるのは「法第

２８条第２項第２号の内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額」

と、同条第４項第３号イ(ｱ)中「教育

・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども（特別利

用保育を受ける者を除く。）」と、同号

イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども

」とあるのは「教育・保育給付認定子

ども（特別利用保育を受ける者を含

む。）」とする。 

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園

に限る。以下この条において同じ。）

が法第１９条第２号   に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに対し、特別利用教

育を提供する場合には、法第３４条第

１項第２号に規定する基準を遵守しな

ければならない。 

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園

に限る。以下この条において同じ。）

が法第１９条第１項第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子どもに対し、特別利用教

育を提供する場合には、法第３４条第

１項第２号に規定する基準を遵守しな

ければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定

により特別利用教育を提供する場合に

は、当該特別利用教育に係る法第１９

条第２号   に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもの数及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している同条第１号  

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定

により特別利用教育を提供する場合に

は、当該特別利用教育に係る法第１９

条第１項第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもの数及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している法第１９条第１
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    に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども

の総数が、第４条第２項第２号の規定

により定められた法第１９条第１号 

  に掲げる小学校就学前子どもに係

る利用定員の数を超えないものとす

る。 

項第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども

の総数が、第４条第２項第２号の規定

により定められた法第１９条第１項第

１号に掲げる小学校就学前子どもに係

る利用定員の数を超えないものとす

る。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規

定により特別利用教育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用教

育を、施設型給付費には特例施設型給

付費を、それぞれ含むものとして、前

節（第６条第３項及び第７条第２項を

除く。）の規定を適用する。この場合

において、第６条第２項中「利用の申

込みに係る法第１９条第１号   に

掲げる小学校就学前子どもの数」とあ

るのは「利用の申込みに係る法第１９

条第２号   に掲げる小学校就学前

子どもの数」と、「同号      

   に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもの

総数」とあるのは「同条第１号又は第

２号      に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの総数」と、第１３条第２項

中「法第２７条第３項第１号に掲げる

額」とあるのは「法第２８条第２項第

３号の内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した費用の額」と、同条第４項

第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定

子ども」とあるのは「教育・保育給付

認定子ども（特別利用教育を受ける者

を含む。）」と、同号イ(ｲ)中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規

定により特別利用教育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用教

育を、施設型給付費には特例施設型給

付費を、それぞれ含むものとして、前

節（第６条第３項及び第７条第２項を

除く。）の規定を適用する。この場合

において、第６条第２項中「利用の申

込みに係る法第１９条第１項第１号に

掲げる小学校就学前子どもの数」とあ

るのは「利用の申込みに係る法第１９

条第１項第２号に掲げる小学校就学前

子どもの数」と、「法第１９条第１項

第１号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもの

総数」とあるのは「法第１９条第１項

第１号又は第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの総数」と、第１３条第２項

中「法第２７条第３項第１号に掲げる

額」とあるのは「法第２８条第２項第

３号の内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した費用の額」と、同条第４項

第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定

子ども」とあるのは「教育・保育給付

認定子ども（特別利用教育を受ける者

を含む。）」と、同号イ(ｲ)中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教
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育・保育給付認定子ども（特別利用教

育を受ける者を除く。）」とする。 

育・保育給付認定子ども（特別利用教

育を受ける者を除く。）」とする。 

第３７条 （略） 第３７条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育の種類及び当該特定地域型保育

の種類に係る特定地域型保育事業を行

う事業所（以下「特定地域型保育事業

所」という。）ごとに、法第１９条第

３号   に掲げる小学校就学前子ど

もに係る利用定員（事業所内保育事業

を行う事業所にあっては、西条市家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例第４２条の規定を踏

まえ、その雇用する労働者の監護する

小学校就学前子どもを保育するため当

該事業所内保育事業を自ら施設を設置

して行う事業主に係る当該小学校就学

前子ども（当該事業所内保育事業が、

事業主団体に係るものにあっては事業

主団体の構成員である事業主の雇用す

る労働者の監護する小学校就学前子ど

もとし、共済組合等（児童福祉法第６

条の３第１２項第１号ハに規定する共

済組合等をいう。）に係るものにあっ

ては共済組合等の構成員（同号ハに規

定する共済組合等の構成員をいう。）

の監護する小学校就学前子どもとす

る。）及びその他の小学校就学前子ど

もごとに定める法第１９条第３号  

 に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員とする。）を、満１歳に満た

ない小学校就学前子どもと満１歳以上

の小学校就学前子どもに区分して定め

るものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育の種類及び当該特定地域型保育

の種類に係る特定地域型保育事業を行

う事業所（以下「特定地域型保育事業

所」という。）ごとに、法第１９条第

１項第３号に掲げる小学校就学前子ど

もに係る利用定員（事業所内保育事業

を行う事業所にあっては、西条市家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例第４２条の規定を踏

まえ、その雇用する労働者の監護する

小学校就学前子どもを保育するため当

該事業所内保育事業を自ら施設を設置

して行う事業主に係る当該小学校就学

前子ども（当該事業所内保育事業が、

事業主団体に係るものにあっては事業

主団体の構成員である事業主の雇用す

る労働者の監護する小学校就学前子ど

もとし、共済組合等（児童福祉法第６

条の３第１２項第１号ハに規定する共

済組合等をいう。）に係るものにあっ

ては共済組合等の構成員（同号ハに規

定する共済組合等の構成員をいう。）

の監護する小学校就学前子どもとす

る。）及びその他の小学校就学前子ど

もごとに定める法第１９条第１項第３

号に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員とする。）を、満１歳に満た

ない小学校就学前子どもと満１歳以上

の小学校就学前子どもに区分して定め

るものとする。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等 （正当な理由のない提供拒否の禁止等
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） ） 

第３９条 （略） 第３９条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申

込みに係る法第１９条第３号   に

掲げる小学校就学前子どもの数及び特

定地域型保育事業所を現に利用してい

る満３歳未満保育認定子ども（特定満

３歳以上保育認定子どもを除く。以下

この章において同じ。）の総数が、当

該特定地域型保育事業所の同号   

      に掲げる小学校就学前子

どもの区分に係る利用定員の総数を超

える場合においては、法第２０条第４

項の規定による認定に基づき、保育の

必要の程度及び家族等の状況を勘案

し、保育を受ける必要性が高いと認め

られる満３歳未満保育認定子どもが優

先的に利用できるよう、選考するもの

とする。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申

込みに係る法第１９条第１項第３号に

掲げる小学校就学前子どもの数及び特

定地域型保育事業所を現に利用してい

る満３歳未満保育認定子ども（特定満

３歳以上保育認定子どもを除く。以下

この章において同じ。）の総数が、当

該特定地域型保育事業所の法第１９条

第１項第３号に掲げる小学校就学前子

どもの区分に係る利用定員の総数を超

える場合においては、法第２０条第４

項の規定による認定に基づき、保育の

必要の程度及び家族等の状況を勘案

し、保育を受ける必要性が高いと認め

られる満３歳未満保育認定子どもが優

先的に利用できるよう、選考するもの

とする。 

３、４ （略） ３、４ （略） 

（特定地域型保育の取扱方針） （特定地域型保育の取扱方針） 

第４４条 特定地域型保育事業者は、児

童福祉施設の設備及び運営に関する基

準第３５条の規定に基づき保育所にお

ける保育の内容について内閣総理大臣

が定める指針に準じ、それぞれの事業

の特性に留意して、小学校就学前子ど

もの心身の状況等に応じて、特定地域

型保育の提供を適切に行わなければな

らない。 

第４４条 特定地域型保育事業者は、児

童福祉施設の設備及び運営に関する基

準第３５条の規定に基づき保育所にお

ける保育の内容について厚生労働大臣

が定める指針に準じ、それぞれの事業

の特性に留意して、小学校就学前子ど

もの心身の状況等に応じて、特定地域

型保育の提供を適切に行わなければな

らない。 

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第４８条 特定地域型保育事業者は、利

用定員   を超えて特定地域型保育

の提供を行ってはならない。ただし、

年度中における特定地域型保育に対す

第４８条 特定地域型保育事業者は、利

用定員の定員を超えて特定地域型保育

の提供を行ってはならない。ただし、

年度中における特定地域型保育に対す
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る需要の増大への対応、法第４６条第

５項に規定する便宜の提供への対応、

児童福祉法第２４条第６項に規定する

措置への対応、災害、虐待その他のや

むを得ない事情がある場合は、この限

りでない。 

る需要の増大への対応、法第４６条第

５項に規定する便宜の提供への対応、

児童福祉法第２４条第６項に規定する

措置への対応、災害、虐待その他のや

むを得ない事情がある場合は、この限

りでない。 

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 

第５１条 特定地域型保育事業者が法第

１９条第１号   に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもに対し特別利用地域型保育

を提供する場合には、法第４６条第１

項に規定する地域型保育事業の認可基

準を遵守しなければならない。 

第５１条 特定地域型保育事業者が法第

１９条第１項第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもに対し特別利用地域型保育

を提供する場合には、法第４６条第１

項に規定する地域型保育事業の認可基

準を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規

定により特別利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特別利用地域型保育

に係る法第１９条第１号   に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育

・保育給付認定子どもの数及び特定地

域型保育事業所を現に利用している満

３歳未満保育認定子ども（次条第１項

の規定により特定利用地域型保育を提

供する場合にあっては、当該特定利用

地域型保育の対象となる法第１９条第

２号   に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ど

もを含む。）の総数が、第３７条第２

項の規定により定められた利用定員の

数を超えないものとする。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規

定により特別利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特別利用地域型保育

に係る法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育

・保育給付認定子どもの数及び特定地

域型保育事業所を現に利用している満

３歳未満保育認定子ども（次条第１項

の規定により特定利用地域型保育を提

供する場合にあっては、当該特定利用

地域型保育の対象となる法第１９条第

１項第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ど

もを含む。）の総数が、第３７条第２

項の規定により定められた利用定員の

数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の

規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特

別利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費（法第３

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の

規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特

別利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費（法第３
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０条第１項の特例地域型保育給付費を

いう。次条第３項において同じ。）

を、それぞれ含むものとして、この章

（第４０条第２項を除き、前条におい

て準用する第８条から第１４条まで

（第１０条及び第１３条を除く。）、第

１７条から第１９条まで及び第２３条

から第３３条までを含む。次条第３項

において同じ。）の規定を適用する。

この場合において、第３９条第２項中

「利用の申込みに係る法第１９条第３

号   に掲げる小学校就学前子ども

の数」とあるのは「利用の申込みに係

る法第１９条第１号   に掲げる小

学校就学前子どもの数」と、「満３歳

未満保育認定子ども（特定満３歳以上

保育認定子どもを除く。以下この章に

おいて同じ。）」とあるのは「同条第１

号又は第３号      に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども（第５２条第１項の

規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては、当該特定利用地

域型保育の対象となる法第１９条第２

号   に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども

を含む。）」と、「同号」とあるのは

「第１９条第３号」と、「法第２０条

第４項の規定による認定に基づき、保

育の必要の程度及び家族等の状況を勘

案し、保育を受ける必要性が高いと認

められる満３歳未満保育認定子どもが

優先的に利用できるよう、」とあるの

は「抽選、申込みを受けた順序により

決定する方法、当該特定地域型保育事

０条第１項の特例地域型保育給付費を

いう。次条第３項において同じ。）

を、それぞれ含むものとして、この章

（第４０条第２項を除き、前条におい

て準用する第８条から第１４条まで

（第１０条及び第１３条を除く。）、第

１７条から第１９条まで及び第２３条

から第３３条までを含む。次条第３項

において同じ。）の規定を適用する。

この場合において、第３９条第２項中

「利用の申込みに係る法第１９条第１

項第３号に掲げる小学校就学前子ども

の数」とあるのは「利用の申込みに係

る法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもの数」と、「満３歳

未満保育認定子ども（特定満３歳以上

保育認定子どもを除く。以下この章に

おいて同じ。）」とあるのは「法第１９

条第１項第１号又は第３号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども（第５２条第１項の

規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては、当該特定利用地

域型保育の対象となる法第１９条第１

項第２号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども

を含む。）」と           

          、「法第２０条

第４項の規定による認定に基づき、保

育の必要の程度及び家族等の状況を勘

案し、保育を受ける必要性が高いと認

められる満３歳未満保育認定子どもが

優先的に利用できるよう、」とあるの

は「抽選、申込みを受けた順序により

決定する方法、当該特定地域型保育事
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業者の保育に関する理念、基本方針等

に基づく選考その他公正な方法により

」と、第４３条第１項中「教育・保育

給付認定保護者」とあるのは「教育・

保育給付認定保護者（特別利用地域型

保育の対象となる法第１９条第１号 

  に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもに係

る教育・保育給付認定保護者を除く。

）」と、同条第２項中「法第２９条第

３項第１号に掲げる額」とあるのは

「法第３０条第２項第２号の内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用

の額」と、同条第３項中「前２項」と

あるのは「前項」と、同条第４項中

「前３項」とあるのは「前２項」と、

「掲げる費用」とあるのは「掲げる費

用及び食事の提供（第１３条第４項第

３号ア又はイに掲げるものを除く。）

に要する費用」と、同条第５項中「前

各項」とあるのは「前３項」とする。 

業者の保育に関する理念、基本方針等

に基づく選考その他公正な方法により

」と、第４３条第１項中「教育・保育

給付認定保護者」とあるのは「教育・

保育給付認定保護者（特別利用地域型

保育の対象となる法第１９条第１項第

１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもに係

る教育・保育給付認定保護者を除く。

）」と、同条第２項中「法第２９条第

３項第１号に掲げる額」とあるのは

「法第３０条第２項第２号の内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用

の額」と、同条第３項中「前２項」と

あるのは「前項」と、同条第４項中

「前３項」とあるのは「前２項」と、

「掲げる費用」とあるのは「掲げる費

用及び食事の提供（第１３条第４項第

３号ア又はイに掲げるものを除く。）

に要する費用」と、同条第５項中「前

各項」とあるのは「前３項」とする。 

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第

１９条第２号   に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもに対し特定利用地域型保育

を提供する場合には、法第４６条第１

項に規定する地域型保育事業の認可基

準を遵守しなければならない。 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第

１９条第１項第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもに対し特定利用地域型保育

を提供する場合には、法第４６条第１

項に規定する地域型保育事業の認可基

準を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規

定により特定利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特定利用地域型保育

に係る法第１９条第２号   に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育

・保育給付認定子どもの数及び特定地

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規

定により特定利用地域型保育を提供す

る場合には、当該特定利用地域型保育

に係る法第１９条第１項第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育

・保育給付認定子どもの数及び特定地
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域型保育事業所を現に利用している同

条第３号      に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども（前条第１項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合

にあっては、当該特別利用地域型保育

の対象となる法第１９条第１号   

に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもを含む。

）の総数が、第３７条第２項の規定に

より定められた利用定員の数を超えな

いものとする。 

域型保育事業所を現に利用している法

第１９条第１項第３号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども（前条第１項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合

にあっては、当該特別利用地域型保育

の対象となる法第１９条第１項第１号

に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもを含む。

）の総数が、第３７条第２項の規定に

より定められた利用定員の数を超えな

いものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の

規定により特定利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特

定利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費を、それ

ぞれ含むものとして、この章の規定を

適用する。この場合において、第４３

条第１項中「教育・保育給付認定保護

者」とあるのは「教育・保育給付認定

保護者（特定利用地域型保育の対象と

なる法第１９条第２号   に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども（特定満３歳未満

保育認定子どもに限る。）に係る教育

・保育給付認定保護者に限る。）」と、

同条第２項中「法第２９条第３項第１

号に掲げる額」とあるのは「法第３０

条第２項第３号の内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の額」と、

同条第４項中「掲げる費用」とあるの

は「掲げる費用及び食事の提供（特定

利用地域型保育の対象となる特定満３

歳以上保育認定子どもに対するもの及

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の

規定により特定利用地域型保育を提供

する場合には、特定地域型保育には特

定利用地域型保育を、地域型保育給付

費には特例地域型保育給付費を、それ

ぞれ含むものとして、この章の規定を

適用する。この場合において、第４３

条第１項中「教育・保育給付認定保護

者」とあるのは「教育・保育給付認定

保護者（特定利用地域型保育の対象と

なる法第１９条第１項第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども（特定満３歳未満

保育認定子どもに限る。）に係る教育

・保育給付認定保護者に限る。）」と、

同条第２項中「法第２９条第３項第１

号に掲げる額」とあるのは「法第３０

条第２項第３号の内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の額」と、

同条第４項中「掲げる費用」とあるの

は「掲げる費用及び食事の提供（特定

利用地域型保育の対象となる特定満３

歳以上保育認定子どもに対するもの及
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び満３歳以上保育認定子どもに係る第

１３条第４項第３号ア又はイに掲げる

ものを除く。）に要する費用」とす

る。 

び満３歳以上保育認定子どもに係る第

１３条第４項第３号ア又はイに掲げる

ものを除く。）に要する費用」とす

る。 
  

附 則  
この条例は、公布の日から施行する。  
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提案理由 

こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関す

る法律等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府令（令和５年内

閣府令第３３号）が施行されたことに伴い、所要の条例改正を行おうとするものであ

る。 
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議案第４４号 

 

西条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について 

 

西条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のように定める。 

 

令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例  
西条市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

西条市条例第２０号）の一部を次のように改正する。  
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（保育の内容） （保育の内容） 

第２５条 家庭的保育事業者は、児童福

祉施設の設備及び運営に関する基準

（昭和２３年厚生省令第６３号）第３

５条に規定する内閣総理大臣が定める

指針に準じ、家庭的保育事業の特性に

留意して、保育する乳幼児の心身の状

況等に応じた保育を提供しなければな

らない。 

第２５条 家庭的保育事業者は、児童福

祉施設の設備及び運営に関する基準

（昭和２３年厚生省令第６３号）第３

５条に規定する厚生労働大臣が定める

指針に準じ、家庭的保育事業の特性に

留意して、保育する乳幼児の心身の状

況等に応じた保育を提供しなければな

らない。 

附 則  
この条例は、公布の日から施行する。  
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提案理由 

こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

（令和５年厚生労働省令第４８号）が施行されたことに伴い、所要の条例改正を行お

うとするものである。 
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議案第４５号 

 

西条市一般廃棄物最終処分場設置及び管理条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

西条市一般廃棄物最終処分場設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市一般廃棄物最終処分場設置及び管理条例の一部を改正する条例 

西条市一般廃棄物最終処分場設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１４５

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 廃棄物の処理及び清掃に関する

法律（昭和４５年法律第１３７号）第

６条の２第１項の規定により、市内の

一般廃棄物を処分するため、次のとお

り一般廃棄物最終処分場を設置する。 

第１条 廃棄物の処理及び清掃に関する

法律（昭和４５年法律第１３７号）第

６条の２第１項の規定により、市内の

一般廃棄物を処分するため、次のとお

り一般廃棄物最終処分場を設置する。 

名称 位置 

（略）  

 

 

 

 

名称 位置 

（略）  

西条市小松一般廃棄

物最終処分場 

西条市小松町新屋敷

乙２６番地 
 

 

 

 

 

第７条 （略） 

（適用除外） 

第７条 第３条から第６条までの規定

は、第１条の西条市小松一般廃棄物最

終処分場については、適用しない。 

第８条 （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

一般廃棄物最終処分場のうち、埋立てが終了している西条市小松一般廃棄物最終

処分場の廃止に必要な手続が完了したことから、当該施設を廃止するため、所要の条

例改正を行おうとするものである。 
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議案第４６号 

 

西条市畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例の一部を改

正する条例について 

 

西条市畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例の一部を改正する条

例を次のように定める。 

 

令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例の一部を改

正する条例 

西条市畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例（令和４年西条市条

例第１０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（畜舎等の建築等の制限） （畜舎等の建築等の制限） 

第４条 特定用途制限地区（西条市特定

用途制限地域内における建築物等の用

途の制限に関する条例（平成１６年西

条市条例第１９１号）第５条第１項に

規定する特定用途制限地区をいう。以

下「地区」という。）のうち、同項第

３号の田園居住地区内においては、次

に掲げる畜舎等について      

        、建築等をしてはな

らない。 

第４条 特定用途制限地区（西条市特定

用途制限地域内における建築物等の用

途の制限に関する条例（平成１６年西

条市条例第１９１号）第５条第１項に

規定する特定用途制限地区をいう。以

下「地区」という。）のうち、同項第

３号の田園居住地区内においては、床

面積の合計が３，０００平方メートル

を超える畜舎等は、建築等をしてはな

らない。 

(1) 同一敷地内にある畜舎等の床面積

の合計が３，０００平方メートルを

超えるもの 

 

(2) 畜産業用車庫の用途に供する畜舎

等で、同一敷地内にある畜産業用車

庫の用途に供する部分の床面積の合

計が３００平方メートルを超えるも

の（同一敷地内にある畜舎等に附属

する畜産業用車庫の用途に供する畜

舎等を除く。） 

 

(3) 同一敷地内にある畜舎等に附属す

る畜産業用車庫の用途に供する畜舎

等で、畜産業用車庫の用途に供する

部分の床面積の合計が当該敷地内に

ある畜舎等（畜産業用車庫の用途に

供する部分を除く。）の床面積の合
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計を超えるもの（当該畜産業用車庫

の用途に供する部分の床面積の合計

が３００平方メートル以下の畜舎等

を除く。） 
  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令

和５年農林水産省・国土交通省令第１号）等が施行されたことに伴い、所要の条例改

正を行おうとするものである。 
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議案第４７号 

 

西条市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例について 

 

西条市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例  
西条市市営住宅設置及び管理条例（平成１６年西条市条例第１９４号）の一部を

次のように改正する。  
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

団地名 位置 

  

  

（略）  

  

（略）  
 

団地名 位置 

戻川６区 西条市飯岡３９２８番地１ 

戻川７区 西条市飯岡３９２８番地１ 

（略）  

戻川８区 西条市飯岡３９２８番地１ 

（略）  
 

附 則  
この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由  
西条市公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化した戻川６区、戻川７区及び戻

川８区を廃止するため、所要の条例改正を行おうとするものである。 
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議案第４８号  
 

西条市火災予防条例の一部を改正する条例について  
 

西条市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。  
 

令和５年６月６日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久 
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西条市火災予防条例の一部を改正する条例 

西条市火災予防条例（平成１６年西条市条例第２０６号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

（急速充電設備） （急速充電設備） 

第１１条の２ 急速充電設備（電気を設

備内部で変圧して、電気自動車等（電

気を動力源とする自動車、原動機付自

転車、船舶、航空機その他これらに類

するものをいう。以下同じ。）にコネ

クター（充電用ケーブルを電気自動車

等に接続するためのものをいう。以下

同じ。）を用いて         

 充電する設備（全出力２０キロワッ

ト以下のものを除く。）をいい、分離

型のもの（変圧する機能を有する設備

本体及び充電ポスト（コネクター及び

充電用ケーブルを収納する設備で、変

圧する機能を有しないものをいう。以

下同じ。）により構成されるものをい

う。以下同じ。）にあっては、充電ポ

ストを含む。以下同じ。）の位置、構

造及び管理は、次に掲げる基準によら

なければならない。 

第１１条の２ 急速充電設備（電気を設

備内部で変圧して、電気自動車等（電

気を動力源とする自動車等（道路交通

法（昭和３５年法律第１０５号）第２

条第１項第９号に規定する自動車又は

同項第１０号に規定する原動機付自転

車をいう。第１２号において同じ。）

をいう。以下この条において同じ。）

に充電する設備（全出力２０キロワッ

ト以下のもの及び全出力２００キロワ

ットを超えるものを除く。）をいう 

                 

                 

                 

                 

                 

     。以下同じ。）の位置、構

造及び管理は、次に掲げる基準によら

なければならない。 

(1) 急速充電設備（全出力５０キロワ

ット以下のもの及び消防長が認める

延焼を防止するための措置が講じら

れているものを除く。）を屋外に設

ける場合にあっては、建築物から３

メートル以上の距離を保つこと。た

だし、次に掲げるものにあっては 

                

   、この限りでない。 

(1) 急速充電設備（全出力５０キロワ

ット以下のもの及び消防長が認める

延焼を防止するための措置が講じら

れているものを除く。）を屋外に設

ける場合にあっては、建築物から３

メートル以上の距離を保つこと。た

だし、不燃材料で造り、又は覆われ

た外壁で開口部のないものに面する

ときは、この限りでない。 
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ア 不燃材料で造り、又は覆われた

外壁で開口部のないものに面する

もの 

イ 分離型のものにあっては、充電

ポスト 

(2) その筺体は不燃性の金属材料で造

ること。ただし、分離型のものの充

電ポストにあっては、この限りでな

い。 

(2) その筺体は不燃性の金属材料で造

ること。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

(6) コネクター と電気自動車等が確

実に接続されていない場合には、充

電を開始しない措置を講ずること。 

(6) 急速充電設備と電気自動車等が確

実に接続されていない場合には、充

電を開始しない措置を講ずること。 

(7) コネクターが電気自動車等に接続

され、電圧が印加されている場合に

は、当該コネクターが当該電気自動

車等から外れないようにする措置を

講ずること。 

(7) 急速充電設備と電気自動車等の接

続部に電圧が印加されている場合に

は、当該接続部が        

    外れないようにする措置を

講ずること。 

(8)～(10) （略） (8)～(10) （略） 

(11) 急速充電設備を手動で緊急に停

止することができる措置を、当該急

速充電設備の利用者が異常を認めた

ときに、速やかに操作することがで

きる箇所に設けること。 

(11) 急速充電設備を手動で緊急停止

させることができる措置を講ずる 

                

                

        こと。 

(12) 急速充電設備と電気自動車等の

衝突を防止する措置を講ずること。 

(12) 自動車等         の

衝突を防止する措置を講ずること。 

(13) コネクター         

                

                

 について、操作に伴う不時の落下

を防止する措置を講ずること。ただ

し、コネクターに十分な強度を有す

るものにあっては、この限りでな

い。 

(13) コネクター（充電用ケーブルを

電気自動車等に接続するための部分

をいう。以下この号において同じ。

）について、操作に伴う不時の落下

を防止する措置を講ずること。ただ

し、コネクターに十分な強度を有す

るものにあっては、この限りでな

い。 
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(14)、(15) （略） (14)、(15) （略） 

(16) 急速充電設備のうち蓄電池を内

蔵しているものにあっては、当該蓄

電池（主として保安のために設ける

ものを除く。）について次に掲げる

措置を講ずること。 

(16) 急速充電設備のうち蓄電池を内

蔵しているものにあっては、当該蓄

電池              

       について次に掲げる

措置を講ずること。 

ア～エ （略） ア～エ （略） 

(17) 急速充電設備のうち分離型のも

のにあっては、充電ポストに蓄電池

（主として保安のために設けるもの

を除く。）を内蔵しないこと。 

 

(18) （略） 

(19) （略） 

(17) （略） 

(18) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（避雷設備） （避雷設備） 

第１６条 避雷設備の位置及び構造は、

消防長が指定する日本産業規格（産業

標準化法（昭和２４年法律第１８５号

）第２０条第１項の日本産業規格をい

う。以下同じ。）に適合するものとし

なければならない。 

第１６条 避雷設備の位置及び構造は、

消防長が指定する日本産業規格（産業

標準化法（昭和２４年法律第１８５号

）第２０条第１項の日本産業規格をい

う。     ）に適合するものとし

なければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（喫煙等） （喫煙等） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 前項の場合において、併せて図記号

による標識を設けるときは、別表第７

に定めるものとしなければならない。 

３ 第１項の消防長が指定する場所（同

項第３号に掲げる場所を除く。）を有

する防火対象物の関係者は、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次の各号に定める措置を講じなければ

ならない。 

４ 第１項の消防長が指定する場所（同

項第３号に掲げる場所を除く。）を有

する防火対象物の関係者は、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ

次の各号に定める措置を講じなければ

ならない。 
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(1) （略） (1) （略） 

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 適

当な数の吸殻容器を設けた喫煙所の

設置及び当該喫煙所における「喫煙

所」と表示した標識の設置（健康増

進法（平成１４年法律第１０３号）

第３３条第２項に規定する喫煙専用

室標識を設ける場合においてはこの

限りでない。） 

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 適

当な数の吸殻容器を設けた喫煙所の

設置及び当該喫煙所における「喫煙

所」と表示した標識の設置（併せて

図記号による標識を設けるときは、

別表第７に定めるものとしなければ

ならない            

     。） 

４ 第２項又は前項第２号に規定する標

識と併せて図記号による標識を設ける

ときは、「禁煙」又は「火気厳禁」と

表示した標識と併せて設ける図記号に

あっては、国際標準化機構が定めた規

格第７０１０号又は日本産業規格Ｚ８

２１０に適合するものとし、「喫煙所

」と表示した標識と併せて設ける図記

号にあっては、国際標準化機構が定め

た規格第７００１号又は日本産業規格

Ｚ８２１０に適合するものとしなけれ

ばならない。 

 

５ 第３項第２号に掲げる場合におい

て、劇場等の喫煙所は、階ごとに客席

及び廊下（通行の用に供しない部分を

除く。）以外の場所に設けなければな

らない。ただし、劇場等の一部の階に

おいて全面的に喫煙が禁止されている

旨の標識の設置その他の当該階におけ

る全面的な喫煙の禁止を確保するため

に消防長が火災予防上必要と認める措

置を講じた場合は、当該階において喫

煙所を設けないことができる。 

５ 前項 第２号に掲げる場合におい

て、劇場等の喫煙所は、階ごとに客席

及び廊下（通行の用に供しない部分を

除く。）以外の場所に設けなければな

らない。ただし、劇場等の一部の階に

おいて全面的に喫煙が禁止されている

旨の標識の設置その他の当該階におけ

る全面的な喫煙の禁止を確保するため

に消防長が火災予防上必要と認める措

置を講じた場合は、当該階において喫

煙所を設けないことができる。 

６、７ （略） ６、７ （略） 

別表第４から別表第７まで 削除 別表第４から別表第６まで 削除 

別表第７（第２３条関係） 
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 表示の種類 図記号 色 

禁 煙 で あ る

旨の表示 

 

記号は黒、

斜めの帯及

び枠は赤、

地は白 

火 気 厳 禁 で

あ る 旨 の 表

示 
 

記号は黒、

斜めの帯及

び枠は赤、

地は白 

喫 煙 所 で あ

る旨の表示 

 

記号は黒、

地は白 

   

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１１条の２第１項の改正規定及

び次項の規定は、令和５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１１条の２第１項の改正規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされ

ているこの条例による改正後の西条市火災予防条例（以下「新条例」という。）第

１１条の２第１項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基

準の適用については、なお従前の例による。 

３ 新条例第２３条第３項第２号の規定の適用については、当分の間、同号中「喫煙

専用室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律

（平成３０年法律第７８号）附則第３条第１項の規定により読み替えて適用され

る健康増進法第３３条第２項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」と読み替え

るものとする。 

４ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第２３条

第２項又は第３項第２号に規定する標識と併せて設ける図記号のうち、新条例第

２３条第４項の規定に適合しないものについては、当該規定にかかわらず、なお

従前の例による。 
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提案理由 

消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等

の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令（令和

５年総務省令第８号）の一部が施行されたこと等に伴い、所要の条例改正を行おうと

するものである。 
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報告第５号 

 

   令和４年度西条市繰越明許費繰越計算書について 

 

 令和４年度西条市繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、報告する。 

 

  令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   

 

  



別紙　　令和４年度　西条市繰越明許費繰越計算書

  （一般会計）

円 円

1 4 衛生費 1 保健衛生費 千原鉱山鉱害防止対策事業 33,930,000 33,930,000

2 6 農林水産業費 1 農業費 肥料価格高騰対策支援事業 17,192,000 17,192,000

3 団体営ため池等整備事業 74,200,000 73,660,000

4 ため池豪雨災害緊急対策事業 22,762,000 20,852,000

5 団体営ほ場整備事業 29,342,000 29,342,000

6 2 林業費
林業・木材産業成長産業化促
進対策事業

7,773,000 6,300,000

7 3 水産業費
漁港施設ストックマネジメン
ト事業

32,480,000 32,480,000

8 8 土木費 1 土木管理費 木造住宅耐震改修事業 9,630,000 6,420,000

9 2 道路橋りょう費 橋りょう耐震化事業 29,820,000 29,818,000

10 楠浜北条線道路改良事業 177,723,000 168,292,000

11 北条新田高松線道路改良事業 59,066,000 58,059,000

12 下田明理川線道路改良事業 29,610,000 22,825,000

13 橋りょう長寿命化事業 16,219,000 15,247,000

14 9 消防費 1 消防費 消防車両等整備事業 18,837,000 18,715,000

項 事 業 名 金　額
翌年度
繰越額

番号 款
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
円 円 円 円 円

28,275,500 5,654,500
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

17,192,000 補助事業の交付決定が遅れたため。

51,562,000 18,400,000 3,683,000 15,000 補助事業の交付決定が遅れたため。

19,100,000 1,656,600 95,400
資材調達等に不測の日数を要したた
め。

18,540,600 7,700,000 2,244,200 857,200
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

6,300,000 0
補助金等交付先の事業に不測の日数
を要したため。

16,240,000 16,240,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

4,500,000 1,920,000
補助金交付先の事業に不測の日数を
要したため。

15,840,000 13,978,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

90,890,000 77,402,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

31,919,000 26,140,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

12,547,000 10,278,000
関係機関との協議等に不測の日数を
要したため。

8,135,000 7,112,000
工法の検討等に不測の日数を要した
ため。

10,855,000 7,800,000 60,000
資材調達等に不測の日数を要したた
め。

左 の 財 源 内 訳

説　　　明既 収 入
特定財源

未収入特定財源
一般財源
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別紙　　令和４年度　西条市繰越明許費繰越計算書

  （一般会計）

円 円

項 事 業 名 金　額
翌年度
繰越額

番号 款

15 10 教育費 2 小学校費
小学校管理費（新型コロナウ
イルス感染症対策）

25,650,000 25,650,000

16 3 中学校費
中学校管理費（新型コロナウ
イルス感染症対策）

11,250,000 11,250,000

17 11 災害復旧費 2
農林水産業施設
災害復旧費

林業施設災害復旧事業（令和
４年台風１４号災）

2,356,000 2,356,000

597,840,000 572,388,000合　　　　　　　　　　　　　　　計
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
円 円 円 円 円

左 の 財 源 内 訳

説　　　明既 収 入
特定財源

未収入特定財源
一般財源

12,825,000 12,825,000 補助事業の交付決定が遅れたため。

5,625,000 5,625,000 補助事業の交付決定が遅れたため。

2,356,000
国の災害査定等に不測の日数を要し
たため。

0 314,054,100 53,000,000 7,583,800 197,750,100
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関係法令 

地方自治法施行令 

（繰越明許費） 

第１４６条 地方自治法第２１３条の規定により翌年度に繰り越して使用しようとす

る歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を

当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。 

２ 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越し

たときは、翌年度の５月３１日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこ

れを議会に報告しなければならない。 

３ （略） 

  



113 

報告第６号 

 

   令和４年度西条市病院事業会計予算繰越計算書について 

 

 令和４年度西条市病院事業会計に係る支出予算の経費を別紙のとおり翌年度に繰り

越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に

より、報告する。 

 

  令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   



別紙　　令和４年度　西条市病院事業会計予算繰越計算書

  地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

円 円 円

1 1 資本的支出 2 建設改良費
本館蓄熱用熱源機
更新工事

12,627,555 0 12,627,555

12,627,555 0 12,627,555

支払義務
発 生 額

翌年度
繰越額

合　　　　　　　　　　　　　　　計

番号 款 項 事 業 名 予算計上額
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企業債 工事負担金
損益勘定
留保資金

円 円 円 円 円

12,600,000 0 27,555 0 0
施工に当たり、病院施設との調整
に不測の日数を要したため。

12,600,000 0 27,555 0 0

左の財源内訳 翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

説明不用額

115
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関係法令 

 地方公営企業法 

（予算の繰越） 

第２６条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に

支払義務が生じなかったものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度

に繰り越して使用することができる。 

２ （略） 

３ 前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団体

の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた地

方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。 
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報告第７号 

 

   令和４年度西条市公共下水道事業会計予算繰越計算書について 

 

 令和４年度西条市公共下水道事業会計に係る支出予算の経費を別紙のとおり翌年度

に繰り越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の

規定により、報告する。 

 

  令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   



別紙　　令和４年度　西条市公共下水道事業会計予算繰越計算書

  地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

円 円 円

1 1 資本的支出 1 建設改良費 管渠建設事業 482,245,000 418,897,084 29,047,000

2 ポンプ場建設事業 209,200,000 3,200,000 206,000,000

3 ポンプ場改良事業 40,000,000 23,140,000 8,230,000

4 処理場改良事業 134,052,000 55,504,000 50,000,000

865,497,000 500,741,084 293,277,000合　　　　　　　　　　　　　　　計

番号 款 項 事 業 名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌年度
繰越額
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国庫補助金 企業債
損益勘定
留保資金等

円 円 円 円 円

14,154,000 4,400,000 10,493,000 34,300,916 0
計画区域の見直しに伴い、地域住
民の意見集約に不測の日数を要し
たため。

103,000,000 92,700,000 10,300,000 0 0
関係機関との協議及び入札不調に
より、契約締結に不測の日数を要
したため。

4,115,000 0 4,115,000 8,630,000 0
関係機関との協議に不測の日数を
要したため。

25,000,000 22,500,000 2,500,000 28,548,000 0
半導体不足により、電気・機械設
備の納期が遅れたため。

146,269,000 119,600,000 27,408,000 71,478,916 0

左の財源内訳 翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購入限度額

説明不用額
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関係法令 

 地方公営企業法 

（予算の繰越） 

第２６条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に

支払義務が生じなかったものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度

に繰り越して使用することができる。 

２ （略） 

３ 前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団体

の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた地

方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。 
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報告第８号 

 

   西条市土地開発公社の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、西条

市土地開発公社の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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関係法令 

 地方自治法 

（財政状況の公表等） 

第２４３条の３ （略） 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令

で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけれ

ばならない。 

３ （略） 
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報告第９号 

 

公益財団法人佐伯記念育英会の経営状況について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益

財団法人佐伯記念育英会の経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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関係法令 

 地方自治法 

（財政状況の公表等） 

第２４３条の３ （略） 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令

で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけれ

ばならない。 

３ （略） 
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報告第１０号 

 

   株式会社西条産業情報支援センターの経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、株式

会社西条産業情報支援センターの経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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関係法令 

 地方自治法 

（財政状況の公表等） 

第２４３条の３ （略） 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令

で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけれ

ばならない。 

３ （略） 
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報告第１１号 

 

   株式会社ソラヤマいしづちの経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、株式

会社ソラヤマいしづちの経営状況を説明する書類を別冊のとおり提出する。 

 

  令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   

 



128 

関係法令 

 地方自治法 

（財政状況の公表等） 

第２４３条の３ （略） 

２ 普通地方公共団体の長は、第２２１条第３項の法人について、毎事業年度、政令

で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなけれ

ばならない。 

３ （略） 
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報告第１２号 

 

消防設備点検業務に係る委託契約における債務不履行に伴う和解の専決 

処分について 

 

 消防設備点検業務に係る委託契約における債務不履行に伴い、次のとおり和解する

ことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

  令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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専決第７号 

 

   専決処分書 

 

 消防設備点検業務に係る委託契約における債務不履行に伴う和解について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処

分する。 

 

  令和５年５月１１日 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 和解の相手方  
省略  

 
２ 和解の内容 

(1) 相手方は、消防設備点検業務に係る委託契約において債務不履行のあった６

施設について、未実施の業務費相当額（平成２５年度から令和３年度までにお

ける契約分に限る。）金６４７，４４０円を市に支払う。 

(2) 本件和解のほか、双方の間には一切の債権債務関係がないことを確認する。 

(3) 双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしないことを誓約する。 
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提案理由 

 消防設備点検業務に係る委託契約における債務不履行について、相手方と和解に

よる解決を図るため専決処分したので、これを報告するものである。 

 

関係法令 

 地方自治法 

 （議会の委任による専決処分） 

第１８０条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により

特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にするこ

とができる。 

２ 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会

に報告しなければならない。 
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報告第１３号 

 

   権利の放棄について 

 

 西条市債権管理条例（平成２８年西条市条例第１号）第１６条の規定により、非強

制徴収債権について権利を放棄したので、同条例第１７条の規定により、次のとおり

報告する。 

 

  令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 放棄した債権の内容 

住宅新築資金等貸付事業により貸し付けた住宅新築資金等貸付金及びその利息

並びにそれらに係る遅延損害金で、西条市債権管理条例第１６条各号の債権放棄

事由に該当する債権 

 

２ 放棄した債権額等一覧 

  １１，８３５，０３６円及び遅延損害金 

放棄事由 件数 債権額（円） 

第１号（生活困窮） １ ５４４，２７２ 

第２号（破産免責等） １ ２，３７２，６９７ 

第１号及び第２号（生活困窮及び破産免責等） ２ ８，９１８，０６７ 

合 計 ４ １１，８３５，０３６ 

 

３ 債権を放棄した日 

  令和４年６月２４日 
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提案理由 

住宅新築資金等貸付事業により貸し付けた住宅新築資金等貸付金の債権の回収が

著しく困難又は不能であると認められるため、西条市債権管理条例第１６条の規定

により権利を放棄したので、同条例第１７条の規定により、議会に報告するもので

ある。 

 

関係法令 

 西条市債権管理条例 

（債権の放棄） 

第１６条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合に

おいては、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等に係る債権を放棄する

ことができる。ただし、当該非強制徴収債権について、債務者と共に債務を負担す

る者その他弁済の責任を負うべき他の者があり、それらの者が次の各号のいずれに

も該当しないときは放棄することはできない。 

(1) 債務者が生活困窮状態（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定によ

る保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。）にあり、資力の回復が困難で、

相当の期間を経ても履行の見込みがないと認められるとき。 

(2) 破産法（平成１６年法律第７５号）第２５３条第１項、会社更生法（平成１４

年法律第１５４号）第２０４条第１項その他の法令の規定により、債務者がそ

の責任を免れたとき。 

(3)～(9) （略） 

（報告） 

第１７条 市長は、前条の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところに

より議会に報告しなければならない。 
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報告第１４号 

 

   権利の放棄について 

 

 西条市債権管理条例（平成２８年西条市条例第１号）第１６条の規定により、非強

制徴収債権について権利を放棄したので、同条例第１７条の規定により、次のとおり

報告する。 

 

  令和５年６月６日提出 

 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 放棄した債権の内容 

令和４年度以前に時効期間を経過した水道料金のうち、時効援用の申出がなく、

西条市債権管理条例第１６条各号の債権放棄事由に該当する債権 

 

２ 放棄した債権額等一覧 

上水道料金 

放棄事由 件数 債権額（円） 

第５号（死亡・相続人不存在等） ８ ４９，５２０ 

第７号（行方不明等） １ １２，０２８ 

合 計 ９ ６１，５４８ 

 

３ 債権を放棄した日 

 令和５年３月３１日 
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提案理由 

水道料金債権の回収が著しく困難又は不能であると認められるため、西条市債権

管理条例第１６条の規定により権利を放棄したので、同条例第１７条の規定により、

議会に報告するものである。 

 

関係法令 

 西条市債権管理条例 

（債権の放棄） 

第１６条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合に

おいては、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等に係る債権を放棄する

ことができる。ただし、当該非強制徴収債権について、債務者と共に債務を負担す

る者その他弁済の責任を負うべき他の者があり、それらの者が次の各号のいずれに

も該当しないときは放棄することはできない。 

(1)～(4) （略） 

(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続

放棄した場合、又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強

制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の

者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。 

(6) （略） 

(7) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる状態にあり、非強制徴収債権の徴

収の見込みがないと認められるとき。 

(8)、(9) （略） 

（報告） 

第１７条 市長は、前条の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところに

より議会に報告しなければならない。 

 

 


